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第1章 三重県復興指針。反称〉がめざすもの

第1章では、「なぜ、事前に復興指針を策定しておかなければならないのか。J、

「復興指針がめざすものは伺か。」など、復興指針の必要性や目的について、東

包本大震災の発生から5年が経過する中での被災地の復興状況をふまえながら、

述べることにします。

1 復興指針策定の背景～東日本大震災の発生から 5年が経過して～

東日本大震災の発生から 5年の歳月が流れました。

被災地では、復興に向けた懸命の取組が続けられていますが、復興はおろか、

未だ多くの被災者が元の生活を取り戻すことさえできていません。

津波に襲われて跡形もなくなってしまった地域や、かろうじて街の中心部が

残った地域など、被害の姿はさまざまであり、そのため復興の進め方もまた地

域によってずいぶん具なっていますが、総じて言えば、震災後に描いたビジョ

ンどおりに復興が進んでいる地域は極めて少なく、復興はまだまだ道半ば、と

言うより、むしろ長期化の様相を見せていると言えるでしょう。

こうした中、避難生活者は、被災直後の約 47万人から半分以下になったとは

いえ、今なお、全国で約 20万もの人々が困難な避難生活を強いられています。

（平成27年8月現在）

東日本大震災では、基礎自治体である市町村において、庁舎が甚大な被害を

被っただけでなく、多くの職員の生命が失われたため、行政機能が著しく低下

してしまいました。こうした状況の下、残された職員たちには、復興に向けて、

膨大かっ専門性の高い業務を、しかも迅速に遂行することが求められたのです。

そこで、これら被災自治体に対し、全国の自治体から人的支援が開始される

ことになりました。その結果、これまでに延べ5万人を超える職員が派遣され、

現在（平成 27年度）も、 1千人を超える職員が各被災自治体でさまざまな復興

事業に従事しています。

しかし、これだけの人的支援が行われでも、被災自治体が必要とする職員数

が充足されたことはなく、人員不足が復興のスピードに少なからぬ悪影響を及

ぼしています。

この 5年間の復興状況を概観してみると、まず、住宅再建については、平成

26年 12月末時点において、災害公営住宅の8割以上で用地が確保されるととも

に、高台移転は約9割の地区で工事が着工されるなど、この 1～2年間で大き

な進捗が見られたものの、現在も、仮設住宅（プレハブ型仮設住宅と民間借上
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住宅の合計）での生活を余儀なくされている被災者は、岩手県で約2万8千人、

宮城県で約8万3千人（平成 27年3月現在）に上るなど、住まいの復興はまだ

まだ厳しい状況にあります。

雇用については、有効求人倍率は1倍を超えて高水準で推移しているものの、

業種や職種の面で求人と求職の聞に隔たりがあり、雇用のミスマッチが発生し

ています。また、震災後の人口流出は、とりわけ水産加工業など特定の業種で

の人出不足に拍車をかけており、被災地の産業再生にとって大きなマイナス要

素となっています。

被災者への健康支援については、仮設住宅等での不自由で不安定な生活が長

期化する中で、定期的な健康相談の巡回や検診などの活動が欠かせないものと

なっています。また、被災者一人ひとりに寄り添うこころのケアの必要性が増

しています。

教育については、一部の学校において仮設校舎や間借り等があるものの、す

べての学校が再開されています。しかし、児童生徒に対するきめ細やかなここ

ろのケアがこの分野でもやはり必要となっています。

公共インフラの復旧については、道路網の整備など一部を除き、上下水道、

電気、通信等は概ね計画どおりに復旧が進められています。このうち、災害廃

棄物の処理については、平成26年 3月までに、福島県の避難指示区域を除いて、

その処理を終えています。

産業の復興については、被災地域の産業基盤である、水産業、農業、商工業、

観光業などの復旧・復興に向けて、漁港や農地の復旧、仮設店舗・工場等の整

備、緊急融資・二重ローン対策、販路拡大・新商品開発など、事業活動の再開・

継続に向けた取組が進められています。

このことを産業分野別に見ると、水産業については、漁港の機能回復のほか、

被害を受けた漁業者等に対して漁船や定置網等の漁具の整備など経営再建に必

要な経費を助成した結果、水揚げは震災前の8割程度にまで回復、水産加工施

設についても約8割で業務が再開されています。しかしながら、震災により失

われた販路が確保できないなど、水産加工業の売上げの回復が遅れています。

農業については、被災した農地の復旧や徐塩等が進められており、平成 27年

1月末時点で、被災6県（青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・千葉県）

の津波被災農地のうち、約7割で営農再開が可能となっています。

商工業については、補助金等を用いた施設・設備の復旧、無料仮設店舗の貸
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与等により、岩手県・宮城県の沿岸地域において、約8割の企業で事業が再開

されています。

観光業については、宿泊者数全体としては回復傾向にあるものの、これを支

えているのはビジネス利用中心の宿泊施設であり、観光客中心の宿泊施設につ

いては依然として厳しい状況が続くなど、観光需要の回復には至っていません。

今後、説明内容を示す、表・グラフ等を掲載していきます。

3 



2 復興指針策定の目的

（事前準備の必要性）

近い将来、南海トラフ地震の発生による甚大な被害が確実視されている三重

県にとって、東日本大震災の被災地のみなさんが復興に向けて懸命な努力を続

けておられる姿は、決して他人事ではありません。

岩手県南三陸地域の地勢は三重県の南部地域のそれに酷似しており、宮城県

沿岸部に広がる仙台平野は三重県北中部の伊勢平野を初練させます。また、少

子高齢化が進む社会的条件も同じです。

まさに、対岸の火事ではないのです。

このことについて、平成 26年 3月に公表した「三重県新地震・津波対策行動

計画」の「選択・集中テーマ『被災者の生活再建を早める復興プロセスを事前

に構築する』Jの項では、東日本大震災の被災地の復興状況を「三重県の未来を

映し出す鏡Jと表現しています。

東日本大震災により甚大な被害を被った岩手県や宮城県などの自治体のみな

さんは、かねてより、三陸沖・宮城県沖で発生する地震を想定し、熱心に妨災・

減災対策に取り組んでこられました。

それでもなお、いざ災害に見舞われてしまうと、応急対策活動に追われ、復

興に向けた取組にはなかなか着手できなかったのです。ところが、復興に向け

た取組には、応急対策活動が一段落してから検討を開始するのでは遅い、たと

えば仮設住宅の建設のように、震災直後から着手が求められるものも数多くあ

ります。しかし、残念ながら、これら被災自治体では、熱心な防災・減災の取

組に比べ、必ずしも復興に向けた事前準備が十分になされているわけではあり

ませんでした。このことはもちろん、これら被災自治体ばかりでなく、全国の

どの自治体においても、ほとんどそうした事前準備はなされていないのが実態

だったのです。それに加えて、前述した人員不足がマイナスに作用して、復興

に向けた取組に着手したくても若手できないという状態が続いたのです。

その後、これら被災自治体のみなさんは、先が見えない状態の中で復興方針

や復興計画を策定することになりました。

そして現在、策定されたこれらの方針や計画に基づいて、復興作業は続けら

れています。

こうした事実をふまえ、「三重県新地震・津波対策行動計画Jには次のような

一文を載せています。

「災害が発生してから復興のことを考え始めたのでは遅い、というのが、東

日本大震災で得られた貴重な教訓のはずです。J
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こうして、三重県は、近い将来、大災害に見舞われることになったとしても、

速やかな復興作業が少しでも円滑に進められるよう、「事前準備」をしっかりと

しておくことに決めたのです。

この「事前準備」を表す別の用語として「事前復興」としづ用語があります。

それには二つの定義がある、と「三重県新地震・津波対策行動計画」の中で紹

介していますので、そのことについて触れておきます。

定義の一つは、「災害後、限られた時間内に復興に関する意思決定や組織の立

ち上げを急ぐ必要がある。そこで、復興対策の手順の明確化、復興に関する基

礎データの収集・確認などを事前に進めておくこと」という、いわばソフト系

のもの。もう一つは、「災害が発生した際のことを想定し、被害の最小化につな

がる都市計画やまちづくりを推進すること。減災や防災まちづくりの一環とし

て行われる取組の一つj という、いわばハード系のものです。

そして、三重県では、前者の定義に従い、復興に向けた事前準備として、「復

興対策の手順の明確化Jを図るための「手順書」あるいは「マニュアノレj を策

定することとしました。

それが、本書「三重県復興指針（仮称）」です。

（復興指針の内容）

東日本大震災の発生から 2年余が経過した平成 25年6月、東日本大震災の教

訓と課題をふまえた復興の枠組みを創設することを目的として、 「大規模災害

からの復興に関する法律」（平成 25年6月21s法律第 55号）（以下「復興法j

という。）が施行されました。

この法律では、大規模災害が発生した場合における復興計画の作成など、国－

県・市町の役割について、以下の規定が設けられています。

（第8条）藍亙且Lー特定大規模災害が発生した場合、 （中略）復興基本方針を

定めなければならない。

（第9条） （前略）都道府県の担圭且ι復興基本方針に即して、当該都道府県

の区域に係る当該特定大規模災害からの復興のための施策に関する

方針（以下「都道府皇室畏友社Jという。）を定めることができる。

（第10条） （前田副主主並l主主ー復興基本方針（都道府県が都道府県復興方針を

定めた場合にあっては、復興基本方針及び当該都道府県復興方針）に

即して、 （中略）復興計画を作成することができる。

このように、県の役割は、いわゆる「できる規定Jとしての復興方針の策定
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であり、同じく「できる規定j として、復興計画の策定主体は市町村であると

定められました。

復興に向けて法が自治体に対して婆請する内容は前述のとおりですが、この

法律が制定されるきっかけとなった東日本大震災発生後の復興プロセスを見る

と、岩手県や宮城県など甚大な被害を受けた県では、復興方針の策定にとどま

らず、県自らが復興計画を策定し、具体的な対策に取り組んでいます。

このことは当然と言えるでしょう。

災害後の混乱の中で迅速かっ円滑に復興作業を進めるには計画が必要です。

計画もなく闇雲に復興作業を進めることなど到底考えられません。

とはいえ、計画策定のために必要以上の時間をかけることも避けなければな

りません。

だからこそ、いざ災害時に、計画策定の作業自体を迅速かっ円滑に進められ

るよう、事前にその「指針」を準備しておくのです。

呉体的には、復興法に基づく「三重県復興方針（仮称） Jや「三重県復興計

画（仮称） Jに掲載すべき項目、言い換えれば、復興計画等を策定する上で欠

かしてはならないと考えられる事項やその内容などを整理し、本指針に記載す

ることとします。

（復興指針の活用者）

本指針を活用する時機は、言うまでもなく、震災発生後です。また、活用者

としては、第一義に、復興方針や復興計画の策定に携わる県職員、復興計画に

掲げる事業を推進することとなる県職員を想定しています。

しかし、本指針はもちろん、いざ災害時には最前線で復興作業に従事しなけ

ればならない市町職員のみなさんにとっても有用なものでなければなりません。

そこで、本指針では、第4章「復興に向けて取り総むべき対策」において、取

組項目ごとに「市町に期待する役割Jとし、う項を設け、その期待する役割につ

いて記載することとしています。

また、繰り返しになりますが、本指針が活用されるのは、震災発生後です。

しかし、本指針が真に効果的に活用されるためには、平時から準備しておかな

ければならない重要な事項もあります。そうした事項については、第5章にお

いて整理しておくこととします。

こうして、近い将来、三重県が南海トラフ地震などの大災害に見舞われたと

しても、速やかな復興作業が少しでも円滑に進められることをめざして、本指

針を策定することとします。

6 
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県 市町 県民・事業者等

大規模災害発生時、「コ 大規模災害発生時、復

大規模
重県復興方針（仮称）」 興計画を速やかに策定

及び「三重県復興計酒 するための指針として
災害

発生時
（仮称）Jを速やかに策 活用

定するための指針とし

て活用

復興に向けた準備に取 復興に向けた準備に取 震災発生後の復興プロ

平時
り組むための指針とし り組むための指針とし セスをあらかじめイメ

てj舌用 て活用 ージしておくための資

料として活用
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3 復興指針の位置づけ

（関連法令との関係）

本指針は、復興法第9条に基づき、県が定める「三重県復興方針（仮称）Jの

速やかな策定に資するものです。

また、三重県防災対策推進条例第 75条に基づき、県がまとめる「三重県復興

計画（仮称）Jの策定にも資するものです。

（第75条）皇民ι 災害が発生した場合において、県民の参画を図りながら、当

該災害からの復興を計画的かつ円滑に推進するため、必要があると認

めるときは、復興計画を策定しなければならない。

（三重県地域防災計聞との関係）

災害対策基本法第 40条に基づき、三重県防災会議が作成する「三重県地域防

災計画（地震・津波対策編）」では、地震・津波対策を、「災害予防・減災対策j、

「発災後対策j、「復！日・復興対策」の3つのフェーズ、に分けています。

そして、発災直後から開始すべき活動を「発災後対策」において掲載し、こ

れに一部重なる形で「復旧・復興対策」として掲載しています。

本指針は、この「発災後対策」のうち「第7章復旧に向けた対策」の項で

定めている事項、また、「復旧・復興対策Jのうち「第1章復！日・復興対策j

の項で定めている事項を補完する関係にあるものであり、そのために必要とな

る対策を整理したものです。
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第2章 南海トラフ地震からの復興プロセスにおいて想定される事態

第2意では、震災に直面した際、「私たちの目の前にどのような惨状が広がる

のか。J、復興プロセスにおいて、「どのような事態が想定されるのか。Jなどの

事演について、三重県が平成26年3月に公表レた「三重県地震被害想定調査」

の結果や過去の震災復興の事例から整理することとします。

1 想定される被害の様相

まず、三重県地震被害想定調査結果の中から主要な項目を取り出し、あらた

めてそれらの数字を東日本大震災及び阪神・淡路大震災における現実の数字と

比較することにより、近い将来、南海トラフ地震が発生した際に、私たちが直

面するであろう被害の様相をイメージしてみることにします。

（揺れや津波等により全壊する家屋数）

過去最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、三重県では、約 70,000棟

の建物が、揺れ、津波、火災等により全壊すると予測しています。

東日本大震災では約 128,000棟が全壊、阪神・淡路大震災では約 111,000棟

が全壊・焼失するなどの建物被害がありました。

（単位棟）

項目
二重県

東日本大震災 阪神・淡路大震災
（過去最大〕

揺れ 約23,000 約7,600 高守 105,000

液状化 市在 5,900

津波 約38,000 約 120,000

急傾斜地等 約700

火災 約 2,100 約80 約6,000

言十 約70,000 約 128,000 高司 111,000 

三重県「三重県地震被害想定調査結果j、復興庁「東日本大震災からの復興の状況と最近の取組j、（揺れ／長
黒岩手県HP「平成23年8月18日17回現在の人的被害・建物被害状況一覧J、宮城県宮城県Hp 

日本大震災における被害等状況」、福島県福島県HP「平成23年東北地方太平洋沖地震による被害状況E
（第 333報）J、栃木県栃木県Hp f地震による被害状況（人的被害・住家被害。ライフライン・道路状詰
及び避難状況（平成23年8月16日9時00分現在）J、茨城県茨城県Hp f住宅被害状況 8月16日17
00分現在 j、「死亡者の状況 6月1日18時00分現在」、津波／国土交通省都市局「東日本大震災による被D
況調査結果について（第1次報告）（平成お年8月4日）」、火災／緊急災害対策本部「平成 23年（2011年
北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について（平成27年3月9日（17CO))J）、兵庫県ホームベージ f叛ヰ

淡路大震災の被害確定について」を基に作成

手

東

報

時

現

東

（津波により浸水する面積）

過去最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合の、三重県における津波浸
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水面積は約 230km2、理論上最大クラスの南海トラフ地震の場合は約 280km2と予

測しています。

東日本大震災における青森県から千葉県にかけての 6県の浸水面積は約

56lkm2であり、このうち宮城県では、全体の約6割を占める約 327km2が浸水に

見舞われました。

（単位：凶）

三重県 東日本大震災

過去最大｜理論上最大！青森県｜岩手県｜宮城県｜福島県｜茨城県｜千葉県

1 約 24 I約 ssI約 321 I約 112 I約 23 I約 17
約230. I約 280

約 561

（三重県「三重県地震被害想定調査結果Iを基に作成）

（仮設住宅の必要戸数）

自宅が全壊・焼失・流失した世帯が同一市町内の仮設住宅に入居すると仮定

した場合、過去最大クラスの南海トラフ地震では、プレハブ型仮設住宅、民間

借上住宅、公営住宅（県営・市町営住宅等）一時使用、これらの入居希望をす

べて足した合計は、三重県全体で約 13,000世帯になると予測しています。

東日本大震災では、岩手県において 17,622戸、宮城県において 48,151戸の

仮設住宅が確保されました。また、阪神・淡路大震災では、プレハブ、型仮設住

宅の建設を中心として 48,439戸の住宅が確保されました。

（単位：戸）

項目
一重県

岩手県 宮城県 兵庫県
（過去最大〕

仮設住宅 13,003 17,622 48, 151 48,439 
(H23. 12. 2) 

うちプレハブ型仮設住宅 3全 730 13, 228 22,095 48, 300 
（日24.1. 13) 

うち民間借上住宅 9, 273 4,464 26,056 139 
（公営住宅時利用を含む） （日23.10. 7) 

［三重県一震被害一糊j 一一一川官一本一期
の取組記録誌」、内閣府「被災者に対する国の支援の在り方に関する検討会中間取りまとめJを基に作成
岩手県の数値は、（ ）書き時点における最大値であるため、合計値は合わない。

（災害公営住宅の必要戸数）

過去最大クラスの南海トラフ地震が発生し、約 2年が経過した時点における

災害公営住宅の需要は、自宅が全壊・焼失・流失した世帯を対象とした場合、

約 9,400世帯になると予測しています。

東日本大震災では、計爾戸数として、岩手県において 5,771戸（平成 27年 9

月 30日現在）、宮城県において 15,920戸（平成 27年 10月 31日現夜）の災害

公営住宅が整備されることとなっています。また、阪神・淡路大震災では、 25,421

10 
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戸の住宅が供給されました。

1頁目

災害公営住宅
幻
一
川

県
最
一
叫

重
去
一
日

一一一過一
岩手県 宮城県

（単位戸）

兵庫県

5, 771 15,920 25, 421 

棚「災 一況につして一凹月 31日現在）L 鼎県「 一叶［茸県「三重

告書j を基に作成

（災害廃棄物の発生量）

過去最大クラスの南海トラフ地震が発生した場合、三重県では、最大で災害

廃棄物が 4,567千トン、津波堆積物が 13,640千トン、合計で 18,207千トン発

生すると予測しています。平常時における三重県内の一般廃棄物総排出量は、

平成 24年度を例とすれば 638千トンであるため、この予測値は約 29年分に相

当します。

東日本大震災では、災害廃棄物が 20,188千トン、津波堆積物が 11,016千ト

ン発生しました。また、阪神・淡路大震災において処理された災害廃棄物の量

は約 20,000千トンでした。

（単位千トン）

項目
二葉県

東日本大震災 阪神淡路大震災
〔過去最大〉

災害廃棄物 20, 188 車包 20,0004,567 

津波堆積物 13, 640 11, 016 

（三重県 f三重県災害廃棄物処理計画（平成27年3月）J、兵庫県 f復興制度等提言事業調査報告書jを基に作成）

これらの数字を見ただけでも、南海トラフ地震が発生すると、東日本大震災

や阪神・淡路大震災と同等あるいはこれらを上回る規模の被害が三重県に生じ、

私たちの目の前には、想像、を絶するような悲惨な光景が繰り広げられることが

容易に想像できます。

それは、復興プロセスにおいても同様で、あり、東日本大震災だけでなく、過

去の震災復興の事例に見られるさまざまな課題は、前章で述べたとおり、まさ

に「三重県の未来を映し出す鏡jだと言えます。

引き続き次項において、そのことについて詳しく整理していくこととします。

11 



2 復興プロセスにおいて想定される事態～震災復興における実例や課題をふまえて～

本項では、第1章第1項でも述べた東日本大震災の被災地における現在の復

興状況をより詳細に示すとともに、被災地のみなさん自身も参考にされたであ

ろう、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、福岡県西方沖地震などの復興事例

についても、被災自治体や国が発行した記録誌や報告書、さらにはいくつかの

証言などをもとに可能な限り取り上げることにより、南海トラフ地震が発生し

た際に、三重県の復興ブ。ロセスにおいて想定されるさまざまな事態についてあ

らためて整理することとします。

想定される事態は、次のとおり 3つのカテゴリーに大別して整理しています。

( 1 ）計画的復興に向けた行政運営において想定される事態

( 2）地域の再生や生活の再建において想定される事態

( 3）なりわいや産業の復興において想定される事態

なお、カテゴリーごとの記述の中で、［想定される事態Iとあるのは、南海ト

ラフ地震が発生した際、三重県において想定される事態を簡潔に表現したもの

であり、それに続く［被災地の状況や課題］は、そうした事態を想定する根拠

となった過去の実例や課題を挙げています。

( 1 ）計画的復興に向けた行政運営において想定される事態

【想定される事態］

［復興計画の策定に時閣を要し、早期に復興ビジョンを示すことができない

【被災地の状況や課題］

（東日本大震災）

畿岩手県や宮城県などの被災県では、震災直後から、あらゆることに取り組ま

なければなりませんでした。復旧と復興を同時に進めることが要求されまし

た。しかも、短時間で調整を行い、意思決定することが求められました。

幾復興計画のベースとなるものがなく、計酒策定は走りながらの対応となりま

した。

議市町村においても、国・県等からの支援を得て、復興計画の策定に着手した

ものの、住民の避難先の分散化、策定に従事する職員の不足等により、業務

を思うように進めることができませんでした。特に、防潮堤の高さ、浸水し

た土地の利用方法、高台移転のスケジュール、これらが決定しないと、住民

の立場からは復興の姿が見えてこないため、計画策定には相応の時間を要し

ました。

今後、説明内容を示す、表・グラフ等を掲載していきます。（P12～22)
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重量震災復興については、行政活動をマニュアル化で、きるほど検討や整理が進ん

でおらず、未経験の分野でした。

畿東日本大震災の被災地は、今後、仮設住宅から災害公営住宅への移行段階に

入っていきますが、当初策定した復興計画についても、そのフォローアップ

と検証が課題となってきています。

（福岡県西方沖地震）

議福岡市玄界島では、日頃からの島民間土の深いつながりを背景として、復興

計画が島民主導で短期潤にまとめられました。このことについて、「復興の

スピードの速さは流出者を食いとめ、避難生活の負担軽減に有効だった。」

との評価があります。

｛想定される事態】

［行政機能が著しく値下し、人員不足が限界に達する

【被災地の状況や課題］

（東日本大震災）

畿復旧や復興のスピードは、自然災害の程度の大きさだけでなく、行政組織が

負うダメージの大きさにも左右されました。大きなダメージを受けた市町村

ほど、その後の困難の度合いも大きくなりました。

畿例えば、岩手県では、同じ三陸海岸沿いであっても、被害の少なかった市町

村は、ある程度早い時期に復興計画を策定することができましたが、被害が

甚大であった大槌町や陸前高田市では、策定に時間を要しました。

議土地のかさ上げ工事などが本格化するにつれ、土木系を中心として職員の数

が必要となりました。被災した自治体では、多くの復興事業を向日寺に進めて

おり、職員が一人でも欠けると事業をストップせざるを得ないといった綱渡

り状態での業務遂行が続きました。

審議大槌町では、土木関係予算が震災前の約 40倍となった年がありましたが、

職員数を同規模に増やすことは現実的には不可能で、した。その分、職員一人

ひとりには通常以上の力を発揮することが求められました。

畿区画整理の経験のある職員、都市計画の経験のある職員など、被災市町村か

らの要望に応じて、全国から職員が派遣されました。必要人数については、

何人不足しているのかが分からないほど足りないというのが、被災して間も

ない頃の市町村における実態でした。

委譲職員不足は、市町村だけでなく県においても同様の状況であり、平成 27年

4月1日時点において、岩手県では 303人、宮城県では 293人、福島県では

300人が任期付職員として採用され、復興事業に従事しました。

著書早く復興に取りかかりたくても、なかなか着手することができず、震災から

5年近くが経過した頃になって、ょうやく取組が本格化してきたというのが、

被災地の現状でした。
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( 2）地域の再生や生活の再建において想定される事態

【想定される事態】

［生活の拠点となる住まいの確保が計画どおりに進まない

【被災地の状況や課題】

（東日本大震災）

畿仮設住宅の整備にあたっては、平坦な場所が限られる中、元の居住地の近く

で住宅を確保するため、公共用地に加え、積極的に民有地の活用が図られま

した。

畿大槌町では、町内 48か所で仮設住宅団地が形成されました。意図的に点在

させたわけでなく、町内各地に分散させることによって、何とか用地の確保

ができたというのが実情でした。

畿建設用地は、災害廃棄物の仮置場ともバッティングしました。

畿建設にあたっては、資機材や労働力の不足も深刻化しました。

畿仮設住宅をようやく建設した後においても、次には、高台移転や多重防御と

いった手法を決定するための地元との合意形成、さらには、用地買収に時間

を要し、防災集団移転や土地区画整理事業などの進捗に遅れが生じました。

幾時間をかけて住民合意の形成にカを注いだ結果、待ちきれない人々が地域か

ら離れていくというジレンマを抱えることとなりました。

譲住宅再建方法にかかる意見調整の長期化、建設資材や労働力の不足等により、

宮城県では、当初、平成 27年度までに災害公営住宅を全戸完成させる予定

だったのが、一部完成を平成 29年度以降に延長することとなりました。

審議平成 27年度末時点で、岩手県では約 3,600戸（全体計画の約6割）、宮城県

では約 11,000戸（全体計画の約7割）、福島県では約 3,900戸（全体計画は

未設定）の工事が完了する見込みとなっています。

豪華それぞれの被災地の状況に目を配れば、ある地域では、災害公営住宅への入

居を希望する世帯が募集戸数を上回った一方で、防災集団移転による分譲宅

地が大幅に余る見通しとなりました。また、別の地域では、せっかく災害公

営住宅が完成したにもかかわらず、申込後に、賢い物や通院の不便を理由に

入居を辞退するケースや、ペット帯同不可のため入居が叶わないケースなど

により、結果的に1割を超える空室が出た住宅があるなど、計画と被災者ニ

ーズの事離が、時間の経過とともに広がる事態が生じました。

【想定される事態】

［これまで築いてきた人間関係が希薄化、喪失する

【被災地の状況や課題】
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（東日本大震災）

議東日本大震災では、津波災害にあった場所、つまり元の場所に戻ることがで

きず、新たな場所で生活再建を図らなければなりませんでした。

畿被災者にとって、住まいを流されて失うということは、避難所、仮設住宅、

そして災害公営住宅へと移り住むことを意味しました。

選挙被災者は、転居を繰り返すたび、それまで築き上げてきた人間関係が希薄化、

または喪失し、新たな居住地や環境のもとで、人間関係、をーから構築し直す

ことを強いられました。そのことは、なかでも高齢の被災者にとって大きな

負担となりました。

議仮設住宅の入居当初は、違法駐車、ゴミ出しのルール無視など、いわば無法

状態のような状況が生まれました。また、住宅の不備など住環境整備も最優

先の課題となりました。共通の生活ルールの設定、個人ではなく組織として

行政に要望活動を行う必要性から、自治会の結成が迫られました。新たなコ

ミュニティの形成が必然の要請事項となりました。

蓄量仮設住宅 50戸に 1戸の割合で談話室や集会所が建てられました。仮設住宅

団地におけるコミュニティの形成、高齢者の見守り支援などサボ｝ト体制の

構築が必要どなりました。

暴挙過去の震災の教訓をふまえ、災害公営住宅へのグ、ループでの応募、震災前の

居住地や仮設住宅のコミュニティ単位での申込を可能とするといった募集

方法がとられたケースがある一方、一律に抽選のみで入居者を決定したため、

地域とのつながり、人とのつながりが断ち切られることも多くありました。

畿仮設住宅で仲良くなった単身の高齢女性2人のうち、 1人は災害公営住宅の

抽選に当選しました。一方、もう 1人は落選しました。以来、 2人は、口を

利かなくなり人間関係が割かれた、という事態が発生しました。

議入居が本格化し始めた災害公営住宅の現状を見ると、入居者の約 37%は高

齢者であり、この数値は地域全体の水準より約 12ポイント高いものとなっ

ています。また、一人暮らしの高齢者は全世帯の4分の 1に達しています。

畿仮設住宅では、壁の向こう側に人の気配を感じることができましたが、災害

公営住宅に入居してしまうと、閉ざされたドアの内側の様子を窺い知ること

ができなくなりました。待望の入居で、あったにも関わらず、入居早々の孤独

死が発生しました。災害公営住宅への入居が復興の終着地とはならず、新た

なコミュニティの形成や見守り支援が必要となるなど、これまでにも増して、

人と人のつながりが求められることとなりました。

善幸住民が主体となり、まちづくりのための組織を立ち上げたものの、復興が長

引くにつれ、参加者の意欲が薄れていくなど、これから本格化するまちづく

りを前にして、疲弊する住民組織が増える事態となりました。

（福岡県西方沖地震）

畿福岡県西方沖地震では、異例の早さと言われる復興の一方で、「斜面に整然
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と新しい住宅が建ち並び、細かった路地は、車がすれ違うことが可能な舗装

道路となった。その反面、親子が離れて暮らすケースが増えたり、空調が完

備された家から人が出てこなくなり、港近くで夕涼みする姿が見られなくな

るなど、近所づきあいが減った。Jといった、コミュニケーションの希薄化

を指摘する芦もあります。

（新潟県中越地震）

護憲新潟県中越地震で大きな被害を受け、全村民が村を離れて長岡市などで避難

生活を送った旧山古志村（現在の長岡市山古志地区）では、「山古志に帰ろ

う j を合言葉に、わずか3年で約 7~誌の村民がふるさとに帰りました。旧山

古志村では、当初、点在して避難していた住民を集溶ごとに同じ避難所にま

とめるとともに、仮設住宅も集落単位で建設しました。集落という一番小さ

な自治を維持・復活させ、まず自助の原点を取り戻す環境を整えたことが、

復興に向けての原動力となり、短期間での生活再建を成し遂げることにつな

がったと言われています。

（阪神岡淡路大震災）

議震災後、兵庫県内では、建設のほか、借上や翼取を含め、約2万5千戸の災

書公営住宅が供給されました。入居の条件は基本的に抽選で、多くの被災者

が見知らぬ土地の災害公営住宅に入居することとなりました。

議仮設住宅への入居や、その後の災害公営住宅への入居を通じて、従前からの

人間関係が絶たれ、そのことが原因となり、閉じこもりや孤独死が生まれま

した。この反省から、人と人のつながりを大切にし、コミュニティの維持を

図りながら、住宅再建や生活再建を行っていくべきだということが確認され

ました。

［想定される事態】

［復興プロセスにおいて被災者に格差が生じる

【被災地の状況や課題】

（東日本大震災）

議被災3県（岩手県・宮城県・福島県）では、平成 24年3月までに仮設住宅

が約 11万戸設けられ、このうち民間借上住宅が 5.4万戸を占めました。プ

レハブ、型仮設住宅が、団地を形成し、行政からの情報提供や生活物資の供給、

ボランティアによる支援などを受け入れる拠点となったのに比べ、民間借上

住宅では、入居者がバラバラに点在していたことから、十分な情報やケアが

行き届かず、被災者向に支援格差が発生しました。

畿在宅被災者が公的サービスから分離されるとしづ事態も生じました。

議 自立再建できる人は早々に仮設住宅から退去する一方、災害公営住宅では家

賃が発生するため、経済的な理由で仮設住宅からの退去に踏み切れない人が
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残されることとなりました。仮設住宅団地の空洞化が目立ち、経済格差が顕

在化してくる中、仮設住宅に住む人々の「取り残され感jが強まりました。

【想定される事態】

（雇用のミスマッチが発生するとともに、安定的な雇用の確保が困難となる

【被災地の状況や課題｝

（東日本大震災）

畿有効求人倍率については、東日本大震災の発生前、被災3県の数値は、全国

数値より低い水準であったものが、震災後、特に平成 23年5月以降は、求

人数の増加により急上昇し、平成 24年に入ってからも全国数値を上回って

推移しました。

畿 しかしながら、求人募集のある業種と求職者の希望との間に隔たりがあるこ

とや、復興需要が終息した後の雇用機会の縮小、人口流出による労働力減少

などもあり、雇用環境は不安定な状態となりました。

審議特に、沿岸部では、建設業等の求人超過と事務職の求職超過のミスマッチが

発生し、収入確保が切実な問題である子育て世代を中心として、都市部への

移動を生みました。地域産業を支えるための人材の確保と育成が急務となり

ました。

畿水産加工業では、仮設住宅からの遠勤手段の確保が難しく、再雇用が進まな

いケースが見受けられました。

機震災がきっかけとなり、多くの非正規雇用者の職が失われました。

語審雇用の回復の遅れは、被災者の生活を困難とし、再建意欲を失わせることに

つながりました。

【想定される事態】

［被災者生活が長期化する

【被災地の状況や課題］

（東日本大震災）

畿仮設住宅での生活が長引くにつれ、生活不活発病の増加、高齢者や障がい者

の要介護度の悪化、うつ病やアルコ｝ル依存症の増加など、被災者の心身へ

の影響が深刻化しました。

言語単身の高齢者や生活困窮者に対しては、福祉的視点を取り込んだ対策が不可

欠となりました。

畿仮神・淡路大震災や新潟県中越地震でも、復興途上で被災者が感じる孤独感

や疎外感は大きな問題となり、ボランティアが中心となってこれらを支えま

したが、東日本大震災では、被災者の数、被災地の広さ、復興に要する時間
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など、いずれもこれらの災害を大きく上回っており、ボランティアによる支

援活動も、し、かに継続していくかなど、難しい対応を迫られることとなりま

した。

選挙震災ストレスによる児童生徒の精神的変調も増加しました。宮城県では、中

学生の不登校率が、平成 24～25年度と 2年連続で全国ワースト 1位（平成

26年度はワースト 2位）となりました。宮城県教育委員会の追跡調査によ

れば、「不登校となった児童生徒のうち、約 8%が震災を要因としているJ

との分析結果が示されました。

（新潟県中越地震）

畿新潟県中越地震において、多くの被災者が狭い車内に宿泊したことでエコノ

ミー症候群が多発し、避難生活における課題として全国に知られるようにな

りました。また、仮設住宅に移った後、外出の機会が減ったことで新たに血

栓ができた人もいました。一度血栓ができるとなかなか消えないことから、

震災発生から 10年を超えても、血栓のリスク軽減のための継続的なケアが

必要とされています。

（阪神 E 淡路大震災）

畿神戸市では、震災後、産業振興や防災面での先進的な取組を進めるなど、復

興に向けた取組が積み重ねられてきましたが、一方で、災害公営住宅に住む

被災者の高齢化、孤立化などの課題を現夜も抱えています。

畿平成 25年時点で、災害公営住宅の高齢化率は 49.2%、単身高齢世帯率は

45.4%であり、一般の県営住宅の 28.6%、23.8%と比較して、それぞれ 20

ポイント以上高くなっています。高齢化率が 70%を超える住宅もあり、自

治会の運営も難しく、「まちなかの限界集落Jの様相を呈しているとの指摘

もあります。

幾震災から 20年余が経過した現在でも、兵庫県に戻る意思がありながら、帰

県を果たせず県外に居住している被災者がいます。

【想定される事態】

［従前から抱えていだ地域の課題が、震災を契機にさらに加速化・顕在化する

【被災地の状況や課題】

（東日本大震災）

畿震災は、地域社会が抱える弱点や災害弱者を狙し、撃ちして襲し、かかりました。

被災地では、少子高齢化、過疎化、後継者不足、産業の空洞化が進み、高齢

者世帯、ひとり親家庭、低所得者の貧国問題がより深刻化しました。

緩震災復興にかかる研究では、一旦、疎開や仮設住宅に移った住民の従前居住

地への回帰率は概ね 70%前後にとどまるとの報告があり、東日本大震災で

は、被災地からの人口減少が現実のものとなりました。
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著書復興プロセスではさまざまな問題が生じましたが、これらは新しい問題では

なく、従前からの問題が表出したものでした。

（福岡県西方沖地震）

議福岡市玄界島では、被害を受けた斜面地の住宅再建が復興の主な課題となり、

基幹産業である漁業の振興策は、被害が比較的軽微であったことから霞き去

りとならざるを得ませんでした。希望した島民全員が帰島できたにもかかわ

らず、その後も若者を中心として人口の流出傾向が続いています。

（北海道南商沖地震）

幾東日本大震災以降、復興の取組を学ぶため、多くの視察団が北海道奥尻島を

訪れました。その際、町長は、「少子高齢化など 10年後、 20年後に厳しい

状況が予測されているのであれば、住民の生活再建に加え、コンパクトなま

ちづくり、将来の産業振興に向けた蓄えにも力を入れるべきである。」との

アド、パイスを伝えています。
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( 3）なりわいや産業の復興において想定される事態

【想定される事態】

［被災しだ農林水産事業者の営農や操業再開が遅れる。失った販路を再び確保j
することが困難となる I 

【被災地の状況や課題］

（東日本大震災）

畿東日本大震災では、生産基盤や産業基盤が津波によりことごとく失われたた

め、被災した事業者の圧倒的多数が生計の道を閉ざされることとなりました。

畿全国の農林水産関係の被害額は約2兆4千億円に上り、阪神・淡路大震災の

約 26倍に及びました。

委譲沿岸部の漁港のほとんどが被害を受け、水産加工施設も壊滅的な打撃を受け

ました。

選挙漁港の護岸繋備、水産加工施設の再建など、施設・設備については、比較的

短期間で復旧に取りかかったことにより、平成 27年2月現在で、被災漁港

319漁港のうち 305漁港（96%）において一部またはすべての機能を回復さ

せることができました。

畿水産加工施設については、平成 26年 12月現夜で、再建を希望する 812施設

のうち 674施設（83%）において操業を開始させることができました。

選挙 しかしながら、再開するまでの問、水産物や水産加工物の供給を停止せざる

を得なかったことから、一度失った販路の回復が大きな課題となりました。

例えば、三陸産としてブランド力を誇るワカメは商白本産や安価な韓国産、

中悶産に取って代わられました。さらに、原発事故に伴う風評被害はより深

刻になっており、その影響は現在も続いています。

畿平成 27年 2月現在、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県において、

売上金額が被災前の8割以上まで回復した水産加工業者の割合は 40%にと

どまっているのが現状です。

議議農業については、地震による農業用水路（パイプライン等）や排水機場の被

害のほか、津波により冠水した農地では災害廃棄物の堆積や塩害を受けまし

た。

道義平成 27年1月時点で、農地の損壊箇所の復旧、除塩の実施などにより、津

波被災農地の 70%で営農再開が可能となりました。

選番総じて、低次加工の分野を中心として販路が失われており、競争力を高めて

いくためには、付加価値の高い高次加工への事業転換が求められることとな

りました。

（新潟県中越地震）

選挙養鯉業者の中には、池周辺が立入禁止になったため 1年程度事業を休止せざ
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るを得なくなり、その聞に海外の顧客が離れてしまった業者もあります。一

度、顧客を失うことは、またーから起業することと同じであり、し、かにして

事業を継続させるかということが課題として残りました。

【想定される状況】

［被災レだ商工業者が操業停止や事業縮小ゆ込まれる。抗事業再嗣l
遅れる

【被災地の状況や課題］

（東B本大震災）

務ものづくり産業への影響は甚大で、沿岸部を中心に、工場や機械設備の損

壊・流出等による生産停止が棺次ぎました。また、内陸部においても、道路・

鉄道・港湾などの広域物流インフラが分断されたことによるサプライチェー

ンの寸断・混乱が発生しました。

畿沿岸部の低平地部に形成されていた中心市街地の商店・飲食店は、そのほと

んどが津波による壊滅的な被害を受け、店舗建物や設備、商品等が流出・損

壊しました。

蓄量岩手県では、震災から 3年近くが経過した平成 26年2月時点で、被災した

事業所（1,778事業所）の約4分の 1が業務を再開できず、また、約6割の

事業所が震災前の業績を回復するに至りませんでした。

畿宮城県では、平成 26年3月末時点で、被災した商工業者（11,425会員）の

うち、 9割近くの事業者が営業を再開できたものの、 1割強の事業者は廃業

を余儀なくされました。

蓄量工場の再開にたどり着いても、従業員の確保が困難でした。あわせて、従業

員の住居や通勤手段の確保が容易でなく、このことが、困難な事態に拍車を

かけました。

畿地域の商業は震災前から疲弊し、経営面で多くの課題を抱えていました。そ

れだけに、震災により店舗や設備を失った高業者にとって、事業再開は極め

て高いハードルとなってしまいました。

議東北大学震災復興研究センターが平成 24年7月に実施した調査によると、

被災地企業の約3分の lが二重債務状態にあると指摘されました。

【想定される事態】

｛観光需要が大きく港ち込み、その後ち伸び悩む

【被災地の状況や諜題】

（東日本大震災）

議震災直後からの全国的な自粛ムードによる各種イベントの中止や個人消費
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の低迷は、観光産業に大きな打撃を与えました。

審議平成 22年と 25年の観光入込客数を比較したとき、岩手県・宮城県両県とも

県全体としては概ね震災前の水準に閲復する一方で、沿岸部においては回復

の兆しが見えていません。岩手県沿岸部は震災前の 58.3%、宮城県沿岸部

は76.2%にとどまるなど、厳しい状況が続いています。

議国全体としては訪日外国人旅行者が急増しているものの、原発事故に伴う風

評被害に起因して、東北地方を訪問する旅行者の数は伸びJ脳んでいます。

（新潟県中越地震）

選挙新幹線、高速道路等の寸断により被災地域の温泉など観光地の予約キャンセ

ルが格次ぎましたが、直接被害を受けなかった佐渡島や上越・下越地方も風

評被害に苦しみました。県外では「新潟県全体が危なし、」といった風評が流

れ、被害もなく交通アクセスに問題がない地域でも予約キャンセノレが大量に

発生し、観光産業が大打撃を受けました。新潟県では、こうした風評を払拭

するため、新潟県観光復興会議の設置など、官民が一体となって観光復興に

取り組みました。

（阪神・淡路大震災）

畿阪神・淡路大震災後、神戸市北区の有馬温泉では物理的被害は少なかったも

のの、風評被害により観光客が激減しました。危機感を感じた地元の温泉関

係者は、立ち寄り湯として各旅館の内湯を巡ることのできる手形の発行や散

策場所の充実など、観光客が滞在時間を延ばすような地域全体のまちづくり

に取り組むことで観光客の回復が図られました。
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( 4）まとめ

南海トラフ地震の発生は、行政機能を著しく低下させるとともに、落ち込ん

でしまった産業がなかなか回復しない中で、県民からは生活の拠点を奪うだけ

でなく、県民自身の健康や大切な人間関係をも奪い去ってしまう一一。

こうして見てくると、三重県に想定される悲惨な事態の中でも、「（2 ）地域

の再生や生活の再建において想定される事態Jとして整理した、人間関係の希

薄化や喪失、あるいは、被災者生活の長期化に伴う心身の故障といった、人間

そのものに関わる課題はとりわけ深刻と言わなければなりません。

なぜなら、時間さえかければ、行政機能は回復するでしょうし、産業も復活

させることができますが、ひとたび壊れてしまった「人間Jや「人間関係」は

必ずしもそうはならなし、からです。

この課題は、東日本大震災の被災地はもとより、大規模災害が発生した際の

すべての地域が抱える最も重い課題だと言っても過言ではないと思います。

本県では、こうした「人間」や「人間関係」の回復といった課題の克服に重

きを置いて本指針をまとめていきます。

そこで、復興に向けて取り組むべきさまざまな対策について述べる前に、ま

ず第3章において、「人間Jを重視した、本指針全体を貫く「復興」の基本理

念について整理しておくこととします。
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第3輩 「復興Jの基本理意

第3章では、震災発生後の復興プロセスにおいて、「自らの健康や大切な人間

関係を喪失しないためには、どうすればよいか。ム「そのためには、どのような

考え方のもとに復興事業を推進すべきか。」といった、忘れてはならない「『復

興』の基本理念」について整理します。

1 r人間j と「人間関係」の回復

大規模災害における激しい揺れや巨大な津波等から逃れることができたとし

ても、その直後から厳しい避難生活が始まります。そして、前章の［想定され

る事態］「被災者生活が長期化する」の中でも述べたとおり、長引く被災者生活

は、人々を徐々に疲弊させていくのです。なかでも、高齢者や障がい者などの

災害時要援護者の方々にとって、それは極めて深刻な事態です。

東日本大震災では、約 1万8,000人余の死者・行方不明者に対し、平成 27年

3月末現在で約 3,300人の災害関連死が発生していますが、その約 9割が 65歳

以上の高齢者で占められています。

さらには、本来、復興の原動力ともなるべき、次代を担う児童生徒までもが

震災ストレスにより精神的な変調をきたしてしまいます。

まさに、大規模災害からの長引く復興は、人々から健康を奪うだけでなく、

生命をも奪い、つまりは「人間j を崩壊させていくことになります。そして、

そのことが、復興日体を遅らせるという悪循環を生んでいくのです。

一方、［想定される事態］「これまで築いてきた人間関係が希薄化、喪失するJ

にもあるとおり、大規模災害からの長引く復興は、「人間j を破壊すると同時に

「人間関係j をも破壊していきます。ここで紹介した、仮設住宅で仲良くなっ

た単身の高齢女性2名のうち、一人は災害公営住宅の抽選に当選、もう一人は

落選した結果、以来、二人は口を利かなくなり人間関係が割かれたとしサ事例

は、そのことを端的に物語っています。

また、この事例は、［想定される事態］「復興プロセスにおいて被災者に格差

が生じるJにおいて、「格差」とし、う観点から取り上げることもできます。

「格差Jについてさらに言えば、格差は、そうした復興プロセスにおいて初

めて生まれるものではなく、災害が発生した瞬間から生じているのです。伊jえ

ば、それまで仲の良かったAさんと Bさんのうち、災害によって、 Aさんは愛

する家族も財産もすべて失ったとします。一方、 Bさんにはほとんど被害がな

かったとしたら、その後、二人の関係はどうなってしまうでしょうか。両者の

関係に全くひびが入らない、と言えば、それは嘘になってしまうのでないで、し
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ょうか。

災害が発生した瞬間から格差は生じ、長引く復興がそれをさらに助長してい

くことになるのだと思います。

こうして、「人間関係j が壊れていくのです。

復興事業が進み、いつしか新たな「まちJが生まれ、なりわいや産業が戻っ

てきたとしても、そのとき、一人ひとりの住民が「幸福Jを実感していない限

り、真の意味の復興はないのだろうと患います。言い換えれば、「人間」や「人

間関係Jが壊れていない状態、あるいは、回復している状態が実現していない

限り、真の復興はないと言えるのではないでしょうか。

「復興Jは文字どおり「復幸jでなければならないのです。

このことについて、引き続き次項で、さらに検討を深めたいと思います。

2 地域コミュニティの再生

｛想定される事態］「被災者生活が長期化する」にあるとおり、高齢者や障が

い者の要介護度の悪化という事例を取り上げたとき、言うまでもなく、この人

を介護してくれる十分な社会環境があれば、例えば、高齢者等にとっての重要

なライフライン（命綱）である訪問介護員（ホームヘルパー）やガイドヘルパ

ーなどがしっかりと確保されていれば、この人の要介護度は悪化しなくて済ん

だかもしれません。うつ病やアルコール依存症についても、周囲にその人を温

かく見守る社会環境があれば、その増加のスピードはずいぶん和らいだことで

しょう。震災ストレスに陥った児童生徒のケアについても向様だと思います。

このように「人間」が壊れないようにできるのは、また、「人間Jを回復させ

ることができるのは、そうした「社会環境j しかないのではないでしょうか。

すなわち、その人を取り巻く「地域コミュニティjの存在です。それはそのま

ま、「人間関係」の回復にも当てはまります。

しかし、これに対しては、「そんなことは当たり前だ。」という反論が関こえ

てきそうです。

近年、そうした「地域コミュニティ j の重要性については、防災・減災の分

野に限らず、犯罪i坊止、青少年の健全育成など、あらゆる分野で声高に言われ

ています。したがって、上述の反論者からはさらに、「そうは言っても、地域コ

ミュニティの形成が容易でないからこそ、それが重要だと言われているのでは

ないか。そして、平時からそうした社会環境をしっかり整えることができでさ

えいれば、復興プロセスにおける『人間』と『人間関係』の回復、といった問
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題に対しでも、一定の解答が得られたことになるのではないか。Jと言われそう

です。

確かに、この意見は一面正しいですし、本県としても、このことを重視して

おり、それについては、第5章において後述することとします。

しかしながら、これまで繰り返し述べてきたように、たとえ平時からしっか

りと地域コミュニティを築いていたとしても、大規模災害は、それを無残に破

壊してしまうのです。［想定される事態l「これまで築いてきた人間関係が希薄

化、喪失する」でも触れましたが、地域コミュニティが破壊されてしまうと、

住民はバラバラになり、被災前の住宅から避難所へ、そして仮設住宅へ、その

後さらに災害公営住宅へと、転々と移り住むたびに、コミュニティの再構築が

迫られる、さらに言えば、新たなコミュニティを形成しなければならない、と

いうことになってしまいます。

また、地域コミュニティが破壊されずに残ったとしても、前述のとおり、大

規模災害の発生は「人間」と「人間」の間に否応なく格差を生じてしまうでし

ょっ。

そして結局、「人間」と「人間関係」が壊れていってしまうのです。

こうしたことから、「人間j と「人間関係」が破壊されるのを食いとめ、ある

いは回復させ、一人ひとりが真の意味の復興を遂げるためには、もとより、平

時からの地域コミュニティの形成について重視しながらも、それが破壊された

後、いかにして円滑に「地域コミュニティの再生」を図るか、そのことがより

重要で、あろうと考えます。

本項で言う「地域コミュニティの再生」は、次の二つの意味で、使っています。

ひとつは、幸いにしてコミュニティが残った場合でも、その中で生じた人間

関係の亀裂を埋め、また、結び直すことにより、再び健全な状態に戻すこと、

という意味です。

もうひとつは、コミュニティが破壊され、住民がバラバラとなってしまい、

全くゼロの状態から、新たなコミュニティを立ち上げ、形成しなければならな

くなったとき、その作業を円滑に進めること、を言います。

こうして、本指針では、復興プロセスにおける「人間j と「人間関係Jの回

復をめざし、一人ひとりの幸福につながる真の意味の復興（復幸）事業を進め

るため、「地域コミュニティの再生」を「復興Jの基本理念として掲げることと

します。

そして、この基本理念をふまえながら、第4章・第5章において、復興プロ
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セスの中で取り組むべき対策等について具体的に述べることとします。
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第4章 復興に向けて取り組むべき対策の全体像

第4章では、震災発生後、できるだけ早期に三重県復興計画〔仮称）を策定

レて、いち早く復興事業に取りかかれるよう、第3章で掲げた「復興」の基本

理怠をふまえながら、「いつ伺をすればよいのか。」など、市町の役割ち含めた

具体的な対策等について示すこととします。

1 復興に向けた対策（全体像）

本項では、復興プロセスにおいて取り組むべき対策と取組項目案を記載しま

す。

なお、これらの項目は、岩手県や宮城県をはじめとする被災自治体の復興計

画等を参考に、現実の対策等を細大漏らさず掲げるものであり、現時点で考え

られる対策等のすべてとなっています。

I I 計画的復興に向けた行政運営

＜計画的復興に向けた体制整備＞

( 1 ）行政機能の回復
0非常時優先業務の継続
0人的資源の確保（他県からの派遣受入）
O人的資源の確保（任期付き職員等の採
用）

(2）復興体制の整備
0三重県震災復興本部（仮称）の設置
。三重県復興方針（仮称）の策定
0三重県復興計画（仮称）の策定
0三重県復興計画（仮称）の進行管理

( 3）市町支援

O被災した市町への職員の派遣
O市町の復興計画の策定支援

28 

(4）財政面の措置
O復興事業にかかる財政需要見込額の算

定
O復興財務、の確保

( 5）情報提供

。被災地調査の受入調整
0復興状況の把握と情報提供
。復興記録誌の作成

副賞銀総務議機織
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I II 地域の再生や生活の再建 J 
＜住まいと暮らしの再建＞

( 1 ）被災住宅の応急対策

0応急危険度判定の実施

0住宅の被害認定調査の実施（催災証明

の発行）

O被災者による自宅の応急修理支援

( 2）緊急の住宅確保

0住民の住宅再建意向の把握

O応急仮設住宅用地の確保

0応急的な住宅の供給言十回の作成

。応急仮設住宅（借上げ）の確保

O応急仮設住宅の建設

0応急仮設住宅の利用長期化を見据えた

取組・適切な解消に向けた取組

( 3）恒久的な住宅の供給

0恒久的な住宅の供給計画の作成

。災害公営住宅の建設

( 4）災害廃棄物の処理

0廃棄物処理施設の被害状況の把握

。被災現場からの災害廃棄物の撤去

0市町二次仮置場からの災害廃棄物の撤去

O市町三次仮置場（二次仮置場（県設置））

からの災害廃棄物の撤去

くまちの復興＞

( 10）公共土木施設の復旧・復興

0被災状況の把握と応急工事の実施

0道路、港湾等の交通基盤の確保・整備

O海岸、河川等の県士、保全

0上下水道・工業用水道等のライフライ

ンの復旧

O公調、緑地の復旧
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( 5）震用の維持・確保

O雇用状況調査の実施

0雇用維持にかかる支援制度の周知

O隊識者の生活・再就職支援

( 6）被災者への経済的支援

0税等の減免、徴収猶予、期限延長の実施

。義援金、被災者生活再建支援金の配分

。被災者生活再建の手引きの作成

( 7)保健・医療・福祉対策

。婆配慮者の被災状況の把握

。医療施設の復旧

O社会福校施設の復旧

。被災者の心と身体の健康支援

( 8）学校の再開

。児童生徒等の被災状況の把握

0学校施設の復旧・再建（教室の確保）

O応急教育計画の策定

0被災児童生徒への経済的支援

0児童生徒に対するこころのケアの実施

( 9）ボランティアの受入体制の整備

0みえ災害ボランティア支援センターの

設置

。復興に向けたボランティア活動への支援

(11)安全な市街地の整備（復興まちづくり）

O被害を受けた市街地における建築制限

の実施

。被災市町の復興まちづくり計画の策定

支援

O被災市町の復興まちづくりの円滑な推進

O市街地整備（復興）の支援

( 12）文化の再生

0文化財・歴史的建造物等の被災状況の

把握

。被災文化財等の修理・修復

O文化・社会教育施設の再開



m なりわいや産業の復興 ｝ 

＜産業・経済の復興＞

( 1 ）農業の経営再建

0農業の被害状況の把握

0被災農地及び農業用施設の復旧・機能

の回復

O農業者等の経営再建に向けた相談等の

実施

。安定生産に向けた技術支援

0県産農産物の販路の確保、取引拡大の

ための取組の強化

( 2）林業の経営再建

0林業の被害状況の把握

0林産施設、林道等の復旧・機能の閥復

O林業者等の緩営再建に向けた相談等の

災；臨

Ol巣鷹木材の販路の確保、取引拡大のた

めの取組の強化

( 3）水産業の経営再建

0水産業の被害状況の把握

0漁港、漁場、水産加工施設等の復旧・

機能の隠復

O漁業者等の経営再建に向けた相談等の

実施

。県産水産物の販路の確保、取引拡大の

ための取組の強化
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( 4）商工業の経営再建

0商工業の被害状況の把握

0商工事業者の経営再建に向けた相談等

の実施

。二重債務問題の解決に向けた支援

0仮設店舗・工場等での事業再調の支援

O販路の礁保、取引拡大のための取組の

強化

( 5）観光業の経営再建

0観光業の被害状況の把握

0観光事業者の再建、観光地の復旧に向

けた支援等の実施

0自粛ムードにより沈滞した国内外の観

光需要の喚起

物
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I記載例1

｜取総項目·····••（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）（）。

醸樋騒顔。000000000000000000000000。※1

f議爾務ヨ
00000 ※2 

｜；揖鴎挙期議委番頭車削
000000000000000000。※3

｜鶏鴎苦手続主顧1費瀕等：ョ
0000000000 ※4 

寝語較1
000000000000000。※5

※1 

※2 

※3 

※4 

※5 

取組概要 取組1裏目の背景、目的、取組にあたっての方向性や方法等

を記載しています。

実施時期 取組開始の目途とする時期を記載しています。

市町に期待する役割 取組にあたり、市町に期待する役割lを記載しています。ま

た、当該事項に関して、東日本大震災における被災市町村

の取組事例等があれば、参考情報として記載しています。

活用する計画目資料等 取組を行う際、活用が可能と考えられる資料・計画・協定

等（平成28年3月時点）について記載しています。

特記事項 県が参考とすべき岩手県・宮城県における取組事例のほ

か、実際に復興事業に携わっている（携わった）職員の意

見など、押さえておくべき事項を記載しています。

》※1～※3については、すべての取組項目において掲載。※4～※5については、特別

に記載すべき事項がある場合に掲載。
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2 復興に向けた対策（ I計薗的復興に向けた行政運営）

＜計画的僅興に向けた体制整備＞

輔の融：~職面倒置なと1脚本制を整備してじ1違法…
七、：：；とりわけど市町の有政機能をいかに皐く閥復させ、るがi
lずる被災地の復興めスピードを左右する重要Z主要素ζなりi
東日本大震災や制芦半島大本賓の発生を受l丈閉ま災害河；
の男醸し！こ加えて、T三重県市町災害時応援協定Jの改訂 I 
b広域的な応援・受療体制の整備を進めてきました。また、3
豪雨における対応を受Iiて、県とmaむの連絡体制をはじめ、；
る必要事項の確認等を行う湯として、定期的！こF三重県市三
議j…を開催することとし新たな体制を構築するなど、平時、；
｜ま緊密な連携体制をとっ！ているところであり、ζうした体？
な復興プロセスの揚1ili)i~（おいて；~！堅持されるξむが必要でf

閣はての道のりiまだやすいちのではなふ；護興の進詰や進i
いでい雪乙空l耳、明日ふの希望iこつ再司る主主も仁、黒同i
い支援を受！？号きこ；立にもつながりま熱之さま室まな機会を；3

… た情報提供にお取り組んでりさ必要がありま第三～…j～芝

c 1 ）行政機能の酉復

｜取組項目I(1）①非常時優先業務の総統 一

海麺獲鄭諸
県民生活や県内の社会活動への影響を最小限にとどめるため、三重県業

務継続計画に基づき、大規模災害時においても停滞させることができない

県の業務（非常時優先業務）について、再開または再開に向けた準備に着

手することにより、県の業務継続体制を維持するとともに、災害対応に最

大限の資源、を配分できる体制の確保を図る。

調顧問
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川県正子～Gi泌総燃返る3然怒潔慨を会綴織機総務総

震災直後～ 1か月

｜；議厩1三瀬蟻業績望書W1ili~
市町の業務継統計画に基づき、住民に対する行政サービスの提供に支障

が生じないよう、市町の非常時優先業務について早期の再開を図る。

f議随意義哉麺i~i：轍割
・三重県業務継続計画（平成 28年 3月）

両信一日1）ゐ入的資源の確保〔他県からのi躍受入〉

直面雇ヨ
復旧・復興の取組を実施するにあたり、業務量が大幅に増加するなど、

人員の不足が見込まれる業務・職種等を速やかに把握した上で、弾力的か

っ集中的に職員を配置するとともに、庁内で職員を確保することが困難な

場合は、関係機関との協定等に基づき、他府県等からの職員派遣について

要請を行う。

受入が決定した職員については、派遣元の自治体との派遣協定の締結を

経て、配属されることとなるが、配属後においても、メンタルヘノレスケア

の実施や派遣を受け入れた職場での一体感の醸成、派遣職員と派遣元との

つながりを切らさないための配慮等、きめ細やかなフォローを継続して実

施する。

薄扇頭票1
震災6か月～

Ii強制期待挙運輔副
被災市町においては、復興事業に取り組むにあたり、不足する職種や人

員を把握し、県に対して要請する。また、被災市町自らも任期付き職員の

採用や再任用等によるOB職員の活用などの人材確保に取り組む。

被災の程度が軽度であった市町においては、継続して被災市町に対する

職員派遣等の支援を実施する。

i：講廟言案説繍1議選縛1
. -i:園都道府県における災害時等の広域応援に関する協定書（平成 24年5月）

・中部9県 1市災害時等の応援に関する協定（平成 19年 7月）

・近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定（平成 24年 10月） 等
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f：燐量挙議言語
※今後、東日本大震災被災地派遣職員へのインタビュー記事等を掲載し

ていきます。

｜取組項目I川③ 人的資源の確保（任期信き織員等の採用〕＼ I 

f護福様夜1
復興事業が本格化してくるにつれ、被災地の復興まちづくりや災害公営

住宅の建設などハード面の事業を担当する職員、被災者の心身の健康を守

る保健活動等のソフト面の事業を担当する職員など、それぞれの分野にお

いて専門的な知識と経験を有する人材の確保が不可欠となることから、前

述した取組項目「他県からの派遣受入」の取組に加え、即戦力となる人材

を確保するため、任期付き職員等の採用を行う。

焼跡毒劇ヨ
震災6か月～

防曹長期接持説書制
「取組項目 I-(1)② 人的資源の確保（他県からの派遣受入）Jの記載

と同じ。

崎議：：~＊lil
東日本大震災では、被災市町村の復興事業の推進等に必要な人材を確保

するため、県において、任期付き職員の募集・採用を行った後、県機関へ

の配属のほか、地方自治法第 252条の 17の規定に基づき、被災市町村に対

する派遣を行った。

宮城県では、平成 24年度に、任期付き職員 126人を被災市町に派遣した

ほか、平成 25年度も、新規で 76人の任期付き職員を採用し、あわせて 202

人の派遣を行うなど、継続して被災市町への人的支援を実施した。

(2）復興体制の整備

｜取組項目I－叶① 三重県震災復興本部〈仮称〉の設霊

働組擁菱~fi,'xl
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三＂＂＂＂＂浪花 絵務総会常総務F機毅務？仏勾

復興に向けての取組を長期的視点に立ち計画的かっ迅速に実施するた

め、三重県震災復興本部（仮称）を設置する。（県災害対策本部とは別組織。）

復興本部は、知事を本部長とし、副知事を副本部長、各部局長等を本部

員とするメンバーで構成し、県の復興対策に関する意思決定機関とする。

具体的な事務としては、以下に掲げるような事務を所掌する。

・「三重県復興計画（仮称）」の推進及び、進行管理に関すること 0

．復興対策の確実な実施と総合調整に関すること。

－その他、復興にかかる重要事項に関すること。

院議鱒鞠 ｜ 
震災2週間～ 10年程度

情報j繍鰭まZ被害制
復興法に規定する大規模災害が発生した場合、市町の総合的な復興対策

を所掌し指揮する市町震災復興本部（仮称）を設置し、三重県震災復興本

部（仮称）との連携を図る。

l:i発言S議議：ii,.j
岩手県では、各部局を統括する専担組織として、平成 23年4月 25臼に、

副知事を局長とする復興局を設置した。局長の下に副局長2名を置き、被

災者支援に携わっていた職員をはじめ、さまざまな分野から選抜された職

員により、総勢 41人体制で業務を開始した。

復興局は、総務課（復興本部運営、広報等）、企画課（復興計画策定、復

興委員回運営）、まちづくり再生課係庁たなまちづくりに関するプランニン

グ）、産業再生課（地域産業における横断的な復興施策の立案）、生活再建

課（生活再建支援、棺談対応）の 5つの課で組織され、「復興計画の早期策

定と確実な推進」、「被災者支援の迅速・的確な展開」を大きな柱として業

務を推進した。

宮城県では、県震災復興本部を平成 23年4月 22 日に設置し、県復興計

画の推進や進行管理のほか、関係機関と総合的な調整を図ることとした。

平成 23年度は、 4月 22日に開催した第1田本部会議を含め 11回の会議

を開催し、復興方針をふまえながら復興計画の策定作業を進めるとともに、

震災復興にかかる予算や復興特区制度についての意見交換を行った。また、

それぞれの課題に対して具体的な検討を進めるため、復興に関する提案事

業等検討部会、復興地域づくり検討部会、生活者支援検討部会も開催した。

また、 12月 1日に、県震災復興本部内に被災者生活支援実施本部を、平

成 24年 10月 22日には、まちづくり・住宅整備推進本部を置き、被災者生
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活支援にかかる課題、市町が取り組むまちづくりや住宅整備にかかる課題

への対応等を図ることとした。

なお、県震災復興本部の事務局には、既存の体制を維持した上で必要な

体制を整備することが復興に向けての取組を迅速かっ円滑に実施すること

につながるとの考えから、県行政の総合調整や重要施策の推進・進行管理

を所管していた企画部が、震災復興の総合調整についても担うことが適切

と判断され、震災復興・企画部として再編した上で業務を担うこととした。

~~組事里I -(2）－ー② 三霊祭復興方針〈仮称）の策定 ＼ 三1

f樋謀議司
被災状況をふまえ、震災復興に向けての基本理念、復興を達成するまで

の期間、緊急的に取り組む事項、分野別の復興の方向性などを明らかにし

た「三重県復興方針（仮称）」を策定し、公表する。

選極悪ヨ
震災1か月

1,1首脳j注調議誉議騒動｜
市町復興計画を策定するに先立ち、その前提として、市町の区域にかか

る復興の基本方針を明らかにした、市町復興方針を必要に応じて策定する。

東日本大震災において、岩手県では、復興計画を策定した 12市町村中、

久慈市や宮古市など8市町村、において、また、宮城県では、復興計画を策

定した 21市町中、石巻市や多賀城市など 12市町において、復興方針が策

定された。

「海開設議きを種1議糧事；1
・三重県復興指針（仮称）（平成 28年3月）

瞳重窒ヨ
岩手県及び宮城県の策定フローは以下のとおり。

なお、宮城県では、被災後間もない時期から、企画部政策課を中心に 10

名程度の職員が、県災害対策本部が設置されている県庁舎から離れた場所

を確保し、策定業務に集中して方針をとりまとめた。
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d代れ1三袋志筑広部認務銭間約部銀総織を綴 議終務炉

岩手県 宮城県

復興方針 東日本大震災津波からの復興に 宮城県震災復興基本方針

向けた基本方針

（策定年月）平成 23年4月 11日 （策定年月）平成 23年4月 11日

（担当課）政策地域部政策推進室 （担当課）企画部政策課

復興計画 岩手県東日本大震災津波復興計画 宮城県震災復興計画

（基本計画） 復興基本計画

（策定年月）平成 23年8月 （策定年月）平成 23年 10月

（計画期間Is年間（目標，H30年度） （計国期間I10年間（目標，H32年度）

（担当課）復興局企画課 （担当E栗）震災復興・企爾部

震災復興政策課

復興計画 岩手県東日本大震災津波復興計画 宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画

（実施計画） 第 1期実施計画 （復旧期）

（策定年月）平成 23年 8月 （策定年月）平成 24年 3月

（計閲期間I3年間（H23～H25年度） （計画期間I3年間（H23～H25年度）

（位置づけ）基盤復興期間 （位置づけ）復旧期

（担当課）復興局企画諜 （担当課）震災復興・企画部

震災復興政策課

岩手県東日本大震災津波復興計画 宮城の将来ピジョン・震災橿輿実施計画

第2期実施計画 （再生期）

（策定年月）平成 26年 3月 （策定年月）平成 26年 3月

（計周期間 3年間（H26～H28年度） （計画期間I4年間（H26～H29年度）

（位置づけ）本格復興期間 （位置づけ）再生期

（担当課）復興局復興推進課 （担当課）震災復興・企画部

※第3期にあたる担29～H30は、 震災復興政策課

「更なる展開への連結期間」と ※第3期にあたる H30～H32は、

位置づけ 「発展期」と位置づけ

（県総合計画と復興計画の関係） （県総合計画と復興計画の関係）

総合計頭「いわて県民計画（H21 総合計画「宮城の将来ビジョン

～H30年度）Jも併存。次期総合計 (Hl9～H28年度）Jと復興計画を

爾を見据え、復興計画の計画期間 一体的に進めるため、震災時に推

を平成 30年度までの8年間と設 進していた「宮城の将来ビジョン・

定。 第2期行動計画（H22～H25年度）J

を全面改定し、共通の実施計画と

して、現在の計画を新たに策定。

推進体制 岩手県東日本大震災津波復興委員会 宮城県震災復興本部

（設置年月）平成 23年 4月 11日 （設置年月）平成 23年 4月 22日

（事務局）復興局企画課 （事務局）震災復興・企画部

（現復興推進課） 震災復興推進課
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一二
ゃい

｜取組項目I-(2)c＠三重県復興計画〔仮称〉の策定一 ＼ ： 
機顧展三ヨ

「三重県復興指針（仮称）」を活用しながら、各部局において、復興に向

けて取り組む対策を検討するとともに、三重県震災復興本部（仮称）にお

ける議論等を通じて、「三重県復興計画（仮称）Jを策定する。

東日本大震災における岩手県と宮城県の事例を参考とすれば、策定経過

において、有識者からの意見聴取（有識者会議による議論）、市町との意見

交換、県内地域別に開催する住民説明会、パブリックコメントによる意見

募集等に取り組んだj二で、県議会の議決を経て公表に至っている。

著塾塾三ヨ
震災6か月～

1：~柑長期借縦断
復興法に基づき、市町復興計画を策定する。

東宮本大震災では、岩手県内 12市町村、宮城県内 21市町が、復興計闘

を策定した。

1 ；~運用委這繁華~；r~：資料寿司
・三重県復興指針（仮称）（平成 28年3月）

｜騒ぎ議欝矧
岩手県及び宮城県では、復興の想定期聞が長期にわたることから、復興

計箇を、 8年もしくは 10年先を見据えた基本計画と、その想定期間を 3期

に区分し3年程度先の目標を設定した実施計画、これら 2つの計画を策定

した。

なお、復興計画の策定にあたっては、既存の県総合計画との関係を整理

する必要があり、岩手県は総合計画と復興計画を併存させる方法を選択、

一方、宮城県は総合計画と復興計画を一体化して推進する方法を選択した。

岩手県では、復興計画には震災を機に取り組むこととなった事業を掲載、

従前から推進してきた総合計画との聞で、原則、事業の重複が生じること

のない整理とした。一方、宮城県では、一体化させた計画の中で章を分け、

前段を総合計画、後段を復興計画として役割分担させるとともに、重複す

る事業については、それぞれの段において、重複事業である旨を明記する

などの整理を行った。
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～ 犯すた令市来初淡~＂務2ユヨ総合持活送設援総懇殺 致

｜醐項目1~（~－－1翌三重県護興計蘭久保持｛ .£7:)理空雪国三：•••r•••••/•L一三三j

F議遍藤三重
復興に向けての取組は、平時における取組とは比較にならないほどの頻

度で、事業の進捗把握と把握した情報の発信が求められることとなるため、

適切な進行管理が必要となる。

また、震災復興は、そのプロセスでの状況の変化が著しいことから、実

施計画の改定期に全体的な見直しを行うことはもちろんのこと、実施計画

の計画期間中においても、必要に応じて見直しを行う。

演蚕語京］
震災6か月～

｜効期1主潮持家樹委割・：1'1

市町復興計画に盛り込んだ事業の進捗確認を行うとともに、必要に応じ

て計画の改定を行う。

ト繍E事鰍iirm

岩手県では、平成 23年8月に、第 1期実施計画（平成 23年度～25年度）

を策定した後、国の動向や復興状況の変化等をふまえ追加すべき事業、見

直しを行う事業等を反映するため、平成 24年8月と平成 26年1月の2回、

計画の見直し・改訂を行った。

また、宮城県においても、平成 24年3月に、第1期実施計画（復旧期）

（平成 23年度～25年度）を、平成 26年3月に、第2期実施計画（再生期）

（平成 26年度～29年度）を策定しているが、平成 25年3月と平成 27年3

月にも、計画の改定版を策定・公表しており、結果として、毎年、計画の

見直しを実施した。

(3）市町支援

｜淑組項目I矧 ① 被災した市町への織員の派遣 ＼ ｜ 

f議顧繁ヨ
住民に対する行政サービスの提供に支障が生じている被災市町の行政機

能の早期回復を支援するため、職員派遣等による人的支援を実施する。

震災直後においては、国や全国知事会など関係機関と連携して全国の自
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治体に応援職員の派遣要請を行うとともに、三重県市町災害時応援協定に

基づき、県及び被災の程度が軽度であった県内市町から職員派遣を行う。

また、これらの派遣を通じて、市町の行政機能の回復が図られた後も、

市町の復興事業が徐々に本格化してくるにつれ、必要となる職員数は増加

すると想定されることから、その人員確保に向けて、県において任期付き

職員を採用し派遣を行うほか、引き続き、関係機関に対する派遣要請活動

を継続する。

畑一一一
～…る？

一一－rvw
後
一
一
守
一

対細川十直一＼期一

……一災一広川

知一震一一間一
「取組項目 I (1）②人的資源の確保（他県からの派遣受入）」の記載

と同じ。

｜猶用意瀦横手翼料等生｜
・全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定（平成 24年 5月）

・三重県市町災害時応援協定（平成24年8月） 等

！瀬記事獣詞
岩手県では、多くの職員が被災した陸前高田市（職員 293人中、 68人が

死亡又は行方不明）と大槌町（職員 136人中、町長及び課長級職員 7人を

含む 33人が死亡又は行方不明）への支援を最優先し、平成 23年3月 18日

と20日に両市町を訪問し、職員の被災状況やどの分野の業務にどのくらい

の人材が必要なのかヒアリングを行った。

本格的な職員派遣を開始するまでの対応として、県から担当職員が支援

に入ったほか、課長級職員についても建前高田市に 3人（ 3月 22日～5月

11日。延べ 129人）、大槌町に2人（ 3月 20日～4月初日。延べ 96人）

派遣した。前例のない事案が次々に発生するなどの混乱の中で、市町の意

思決定プロセスにおける助言や関係事務、県や関係機関との調整など、さ

まざまな業務に対応した。

一方、全国自治体からの職員派遣については、総務省や復興庁等の関係

機関と連携して職員派遣を調整するとともに、被災3県（岩手県・宮城県・

福島県）合同で全国自治体への要請活動を実施した。平成 27年度、岩手県

では、被災市町村からの要請数 779人に対して 726人を確保（不足数53人・

充足率93.2%）した。
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ll淑組項目二ωゆ布町の復興計画の譲定支援i pL•• 

陳編藤覇
市町復興計画の策定にあたり、市町からの要望に応じて、策定委員会へ

の委員やオブザーバーとして県職員が参画するなどの人的支援を行うほ

か、情報提供や助言などの技術的支援により、市町の計画策定が円滑に進

むよう必要な支援を行う。

f議顧巌ヨ
震災1か月～

時期1言期待す塑割
策定委員会の設置など検討体制の整備、住民意見の反映など住民参加の

機会確保など、計画策定にあたって必要となる取総を順次進める。その際、

必要に応じて、県に対して人的支援や技術的支援を要請する。

また、計画策定後においても、進行管理を行い、進捗状況についての情

報提供に努める。

段踊格差主題！轍急対
・三重県復興指針（仮称）（平成 28年 3月）

［落語霧三ヨ
宮城県では、市町の復興計画策定を支援するため、平成 23年5月以降、

順次市町との意見交換を実施した。当初は、体制やスケジュールにかかる

意見が多く出され、その後、市町の復興計画が見えてくるようになると、

市町の個別課題や財源の裏づけにかかる意見が多く出されるようになっ

た。

要望のあった市町については、策定委員会の委員またはオブザーパーと

して、企画部門や土木部門の職員が参加した。また、委員等として参画し

ていない市町の策定委員会も傍聴し、沿岸全 15市町の計画策定にかかる情

報収集を行い、入手した情報は庁内関係各課で共有したほか、市町からの

要望を受け情報提供も行った。

なお、市町においては、予算の裏づけのない復興計画にどこまで具体的

な事業を盛り込むかが課題となり、事業実施の可能性について住民説明会

等で回答に苦慮する場面もあった。また、計画策定に従事可能な職員が少

ない、仮設住宅や避難先が分散し住民への連絡が難しい、住民が復興を具

体的に考えられるような段階ではない等の理由により、住民説明会等の関
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催が困難な状況も見られた。津波により被災した沿岸市町では計画策定に

遅れが見られ、また、計画の素案は作成していたものの、国の平成 23年度

第3次補正予算が可決し、財源の裏づけが取れてから計画を策定したため、

平成 23年度後半に計画を策定した市町が多かった。

(4）財政面の措置

｜取組項目I-(4）却復興事業にかかる財政需要見込額の算定 I 

l海軍側議：i~＿il
各部局は、被災状況調査の実施による被害額の把握とあわせて、復旧・

復興事業に要する財政需要見込額を算定する。なお、算定にあたっては、

特に優先的に取り組むべき事業についての当面の所要見込額など、緊急的

な措置が必要となる経費についても、急ぎ算出に取り組む。

院議時陽難！［！＇fl
震災1週間～

I~~糊［~鰯憲議議事耐
被災市町は、県に準じて、復旧・復興事業の実施に必要な経費を調査し、

必要となる財政需要見込額を把握する。

｜取組閣 I-(4）ー② 復興財需の控保 ｜ 

f教組擁護：＇rr.m
南海トラフ地震の発生に伴う被害額は、被災自治体の年間予算を大きく

上回る状況となることが予測されるため、固による財政支援が不可欠とな

る。

そのため、復興法第 57条では、「財政上の措置等」として、「国は、（中

略）当該特定大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため特別の必要があ

ると認めるときは、（中略）当該特定大規模災害の発生時における悶及び地

方公共団体の財政状況を勘案しつつ、別に法律で定めるところにより、（中

路）復興のための財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとす

る。」旨の規定を定めている。

県においても、急を要さない事業の抑制等により財源の確保に努めると

ともに、適用可能な法制度に基づく事業の適用や補助金等の活用のほか、
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既存の制度の枠を超え特例措置を設けることが必要となるものについて

は、提言事項をとりまとめ、国に対して要望する。

また、必要に応じて、復興基金の設立にかかる検討・協議を、園、被災

市町と行う。

軍
一

｜滞剛欄t妻家電壁聖目
財政需要見込額に基づき、他の事業の抑制等により財源の確保を図ると

ともに、激甚災害の指定、復旧・復興にかかる補助や起債措置、交付税措

置など、必要となる支援を閣や県に対して要望する。

なお、東日本大震災では、被災市町の復興に必要な 40の公共事業を基幹

事業として 1つの事業計画により一括で支援し、その地方負担額の 50%を

国費措置するとともに、残った地方負担には震災復興特別交付税の措置に

より、被災団体の地方負担は実質的にゼロとされた。あわせて、基幹事業

の効果を促進する単独事業の 80%も国費により措置されることとなった。

爾議議長
宮城県では、発災直後より国に対して、災害復旧費の国庫補助について、

「被災状況に応じた対象条件の緩和」や「補助率の引き上げJなどの要望

活動を行った。平成 23年 4月には、「東日本大震災に対処するための特別

立法等を求める要望書Jを国に提出。国土の復興という考え方に立ち、国

の全面的かっ主体的な隠与とともに、震災復興に向けた基本方針や復興ま

での道筋を早期に示し、被災自治体の負担がゼロになることを基本とした

固による財政援助などについて、早期に法制化するよう要望した。

また、その後も新たな課題が生じるなど、必要の都度、国に対して要望

書を提出し、平成 26年 3月までに、のベ 60回を超える要望活動を実施し

た。

これらの要望事項のうち、復興基金については、低金利の環境のもと特

別交付税を財源、とした取崩し型基金が県・市町それぞれに設置された。こ

の財源保障により、地域に密着した事業が実施できることとなった。

(5）情報提供

｜取組項目I-(5）也被災地調査の受入調整 一 γ ＼ 人 ••·•• 1 己j
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醸爾豪語
被災直後から、各方面からの被災地の視察調査についての受入依頼が相

次ぐ。

原則、各部局において、受入調整じ対応を行うが、政府からの調査団の

視察受入など、相応の渉外業務については、担当部門を定めた上で調整を

図る。

穣顧議室1
震災直後～

ト対願長期議委事誕書tl"j
視察調査について県から依頼があった場合は、被災地と調整を図り、受

入が円滑に進むよう、県とともに視察対応を行う。

曙語家ヨ
宮城県では、発災時点では定まっていなかった窓口部署を、その後、震

災復興・企画部震災復興政策課と定め、政府調査団や知事会経由の受入調

整事務を担うこととなった。

｜取組項目I(5）ー② 復興状況の把握と情報提供 ］ 

繭議議
震災発生から一定程度の時聞が経過すると、復興に関する広報など情報

提供に、より力を入れていく必要性が高まる。

復旧・復興事業の進捗や被災地の回復などについて、きめ締やかに復興

状況の把握を行うとともに、ホームページへの掲載、メ｝ル発信、冊子や

リーフレットの作成など、さまざまな広報媒体を活用して情報提供に努め

る。

議編調言語
震災1年～

l,'f;言語：調幾重縦割
被災地の復興状況について把握に努めるとともに、市町自らも積極的に

情報発信に努める。

f落語家ヨ
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岩手県では、沿岸被災 12市町村を中心とした県内の復旧・復興状況の現

状やその推移を把握するため、復興計画に掲げた代表的な統計データ（社

会・経済統計及び復興事業の進捗状況）を「いわて復興インデックス報告

書Iとしてとりまとめている。また、被災地に居住または勤務する県民（対

象： 153名）を対象として、生活の回復、地域経済の回復、災害に強い安全

なまちづくりについての実感を尋ね、県民の復興感の変化を定点観測する

ための印、わて復興ウォッチャー調査Jを年2問実施している。

宮城県では、毎月 11日に「復興の進捗状況」を公表している。また、一

例として、震災復興・企画部震災復興推進課では、「みやぎ・復興の歩みJ、

「みやぎ復興プレスJ、「みやぎ復興定期便j等の発行を担当している。「み

やぎ・復興の歩みj は、震災以降、年1凹のペースで、 1年間の復興の取

組や被災者の思いなどをまとめている冊子であり、「みやぎ復興プレス」は、

月1沼のベースで、宮城の復興状況やイベント等の情報を掲載し、被災者

をはじめ復興に携わる関係者に対して配信しているメールマガジン、そし

て、「みやぎ復興定期便」は、同じく月 1回のペースで、復興の動きや被災

者支援等の情報を掲載し、県外に避難している全世帯に送付している情報

誌である。

取締目I(5）③吾興記録誌の作成 ｜ 

f蚕顧E
復興に向けての取組を進めることに加え、震災の記憶を風化させること

なく後世に伝承するための取組も必要となる。

震災から 3年、 5年といった節目や復興計画で定めた目標年次を迎える

といったタイミングで、復興記録誌を作成・発刊する。

この際、冊子のほか映像等のデ｝タも含めたアーカイブ化、外国語版で

の誌面作成など、必要となる取組についての検討も行う。

なお、過去の震災復興における記録誌を例とすれば、各都道府県、県内

市町、県内公共図書館等が主な配布先となる。

一一鰍一昨
…川災

…mvi一一震
…濃町一

防麟捕獲さま建設婚制
被災市町においても、震災の記憶を風化させることなく後世に伝承する

ための記録を行う。

近年の県内市町の取組としては、紀伊半島大水害（平成23年 9月）で甚
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大な被害を受けた紀宝町が、平成 26年 3月に「紀伊半島大水害記録誌j を

発刊している。

隠語頭哀1
岩手県及び宮城県が作成した復興記録誌をはじめとする復興関連資料に

ついては、巻末の「参考資料Jを参照。
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3 復興に向けた対策（ II地域の再生や生活の再建）
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l取組項目E川① 応急危険度判定の実施 ｜ 

~語調顧三ヨ
余震等に伴う二次災害を防止するため、震災直後から市町による応急危

険度判定を迅速に実施し、利用を控えることが望ましい建築物について住

民に周知する必要がある。しかしながら、対象となる建築物が多数に上っ

た場合、市町において応急危険度判定士の確保が困難となることが予想さ

れる。

県は、市町から支援要請があった際は、県災害対策本部に被災建築物応

急危険度判定支援本部を設置し、被災地に応急危険度判定士を派遣するな

ど、被災市町を支援する。

護麗童図
震災直後～

f類販1差損欝建造鱒＇~li::I
市町は、応急危険度判定の実施を決定した時は、市町災害対策本部に被

災建築物応急危険度判定実施本部を設置するとともに、その旨を県に連絡
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する。

あわせて、被災者への周知など必要な措置を講じるほか、必要に応じて

県に対して支援要請を行うことにより判定業務を迅速に実施する。

E雇議議察］
東日本大震災では、 10都県・ 149市区町村において、延べ 8,541人の応

急危険度判定士により、 95,381件の判定が実施されるなど、過去最大規模

の応急危険度判定が実施された。住家被害認定では、迅速化・簡素化の特

例措置が講じられ、津波による被害については、外観の目視調査だけで判

定することとされた。

岩手県の沿岸部では、津波被害が甚大であったことから、建築物の多く

は応急危険度判定の対象外となった。内陸部に位置する一関市では、 3月

13日から 4月 28日まで判定業務を実施したほか、北上市では3月 28日ま

で、奥州市では4月 11日まで実施した。

一方、宮城県では、 3月 11日から 5月 10日までの問、沿岸部も含めて

仙台市ほか 29市町において、判定業務を実施した。なかでも、 4月7日に

発生した最大余震では、県内で最大震度6強の揺れを観測し、建築物の倒

壊などの被害が拡大したため、多くの市町で判定を追加実施することとな

った。

｜醐項目ー（11ーら住宅の被害認定調査の実施〈寵災註明の発行〉 ｜ 

譲語顧覇
住宅の被害認定調査の結果に基づいて被災者からの申請により発行する

権災証明は、被災者生活再建支援金の支給、住宅の応急修理、義援金の配

分等の支援措置を適用する際の判断材料となることから、県は、市町の被

害認定や擢災証明書の発行事務が迅速かつ円滑に進むよう、市町からの要

請に基づき、職員の応援派遣など必要な支援を行う。

～
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 ！？賞町長期議意義海副3

被害認定調査の実施体制及び実施方法等の方針を決定の上、被災家屋等

の現地調査を通じて被害認定を行う。市町において対応できない場合は、

県に応援を要請する。

続いて、調査の結果を受け、擢災台帳を作成する。また、被災者からの
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申請により、迅速かっ的確に擢災証明書を発行する。

さらに、支援漏れや手続きの重複をなくし、中長期にわたる被災者支援

を実施するため、個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮事項等を 元

的に集約するため、催災証明書の発行内容を基に被災者台帳として整理す

る。

軍暴露
釜石市では、平成 23年3月下旬に被害認定調査を開始、 4月1日に擢災

証明書発行を開始した。被害認定は市職員 12人、県職員2人が 2人 1組7

斑体制で調査を行い、権災証明の発行については、市職員 3～5人、臨時

職員 1人が土日も含めて特設窓口を設けて発行業務を行った。

｜取組項目Eー（1）－＠被災者による自宅の応急修理主援 I 

f級編露三：~
被災住宅の応急修理とは、災害救助法に基づき、住家が半壊または半焼

し、自らの資力で修理を行い、当面のB常生活に最低限必要な場所を確保

できない者に対して、必要最小限の修理を行うための制度であり、避難所

からの早期帰宅や応急仮設住宅の需要抑制等につながることから、県は、

関係団体、事業者等と連携し、市町の行う応急修理を支援する。

また、災害救助法の対象とならない世帯に対しでも、被災者を自宅に戻

し、本格復旧・復興に向けて生活の正常化を図るため、市町や関係団体等

と連携して、相談受付や施工業者の斡旋といった支援を行うなど被災者が

自力で実施する応急修理についても促進を図る。
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 ｜難関長類議建造議割｜

住家が半壊または半焼し、自らの資力では応急修理ができない被災者に

対し、居室、台所、トイレなど日常生活に最小限の部分の応急修理を実施

するため、被災者に対する制度の情報提供、応急修理についての意向把握、

応急修理の募集・選定、修理の施工などの措置をとる。

i蚤観樹齢制戦j
・災害時における被災住宅の応急修理に関する協定（平成 23年 7月）
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住宅の応急修理は、原則として災害発生の日から 1か月以内に完了する

こととされているが、東日本大震災では被害が著しく甚大であり、修理業

者の被災、被災住宅の被害認定調査の長期化等の影響があったことから、

特別基準により運用され、平成 24年 1月31日までの受付分が認められる

こととなった。

(2）緊急の住宅確保

取組項目別2HD住民の住宅再建意向ゐ把握円～ー～川 三一ー ｜ 

議 画劇
緊急の住宅確保に向けでは、まず住宅需要を把握することが重要であり、

被災者の住宅再建意向等の確認が必要となる。

しかしながら、震災発生直後においては、被災世帯を対象とした正確な

調査を実施することは困難であることから、家屋被害や応急修理の状況な

ど被害の概況から、概算により住宅需要の把握を行う。

被害状況が明らかになってきて以降は、被災者の生活再建の状況変化に

伴い、住宅需要についても流動的に変化すると予想されることから、市町

と連携して、その把握に努める。

1議顧顛三ヨ
震災直後～

幡町1長期第J誉議備制
被災直後は、住宅被害戸数の概況杷援に墓づき、住宅需要数を算出する

ととともに、被害状況が整理され自宅を失った世帯数等が把握できて以降

は、必要に応じて住宅再建意向調査を実施するなど、定期的に住宅需要の

把握に努める。

E：頼主君事欝刻
応急仮設住宅の建設にあたっての宮城県の取組経過は以下のとおり。

（平成 23年3月 14日）

一般社団法人プレハブ建築協会に対して、応急仮設住宅 10,000戸の建

設を要請

（平成 23年3月 17s) 

各市町に対して、応急仮設住宅の建設要望戸数等の聞き取り調査を実施
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（平成 23年3月28日）

応急仮設住宅（プレハブ住宅）第一次分の建設着手（13市町 1,207戸）

（平成 23年4月1日）

一般社団法人プレハブ建築協会に対して、応急仮設住宅 20,000戸の建

設を追加要請

（平成 23年4月28日）

県内初の応急仮設住宅入居間始（塩竃市）

（平成 23年5月9日）

応急仮設住宅必要戸数の再調査を決定

（平成 23年5月 19日）

応急仮設住宅建設戸数を 30,000戸から 23,000戸へ修正

（平成 23年9月2813) 

応急仮設住宅（プレハブ住宅）県整備分 21,519戸完成

（平成 23年 12月初日）

応急仮設住宅（プレハブ、住宅）完成（406団地 22,095戸）

（平成 23年 12月初日）

県内の全避難所が閉鎖

また、多賀城市では、平成 23年度から毎年、住宅が半壊以上の被災者（仮

設住宅（プレハブ？住宅・借上げ）、在宅、災害公営住宅）を対象とした「被

災者現況調査jを実施している。調査では、今後の住宅の再建方法のほか、

現在の生活状況なども尋ねることにより、年々変化する被災者の生活再建

状況や再建意向を把握し、被災者支援施策への反映を図っている。

i取組項目耳』叶② 応急仮設住宅用地の確保 ｜ 

時頭纏襲＇~＇ll
事前にリストアップした応急仮設住宅の建設候補地について、市町を通

じて被害状況を調査する。地盤亀裂の有無、建造物被害の有無、道路、給

排水施設、電気・通信施設、ガス供給施設等の被害状況について調査を行

い、建設地として使用可能な用地を整理する。

建設用地を確保できない市町があった場合は、その確保に向けた広域調

整等を図る。

！実施醐｜ 
震災直後～

瞳盤整塑重縄国
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市町において事前にリストアップした応急仮設住宅の建設候補地につい

て、被害状況の調査を行い、使用可穏な用地を整理する。公共用地におい

て建設場所を確保できない場合は、民有地を借地するなど確保を図る。

これらの確保見込、確保状況については、県に報告するとともに、必要

な用地を確保できないなど、県による広域調整等が必要となる場合はその

支援を要請する。

！；：糊意義錦織瀬憲司
・災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定（平成9年4月、平

成 25年 12月、平成 26年3月）

南言語：：~
岩手県では、応急仮設住宅建設候補地の現地調査を、震災から 5日後の

平成 23年3月 16日に開始した。候補地については、各市町村では事前に

「応急仮設住宅建設可能用地リストJを作成していたが、明確にリストア

ップしていなかった市町村が多かった上、リストに掲載された候補地も被

災しており、有効に活用することができなかった。新たに候補地選定を進

める必要があったが、被災地と電話がほとんどつながらなかったため、直

接現地に赴き、調整・検討を行った。緊急事態ということもあり、建設の

適地が見つかれば、郎、交渉・契約を行い、建設会社に発注していった。

気仙沼市では、市内 93か所で応急仮設住宅を建設した。うち半数近くが

民有地であり、地権者の協力を得て2年6か月間無償で借り受けた。この

借地期間が満了した後の契約については有償借地とし、さらに2年6か月

間、期間を延長することとした。一方で、契約更新後は、固定資産税を宅

地並みに課税することとした。

｜取総項目E一昨③ 応急的な住宅の供給計闘の作成

康福藤三ヨ
住宅被害の状況、被災者の住宅再建意向等を勘案して、応急仮設住宅（プ

レハブ住宅）の建設のほか、応急仮設住宅（借上げ）の確保、公営住宅の

一時利用等を含めた、応急的な住宅の必要戸数を推計する。

また、応急仮設住宅の建設可能用地についての調査結果、協定を締結し

ている関係団体における建設資機材の確保状況などを基に、応急仮設住宅

の供給可能戸数を算出する。

これら必要戸数と供給可能戸数の算定結果に基づき、応急的な住宅の供

給計画を作成する。
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なお、応急、的な住宅対策では、当面の住宅提供だけでなく、被災者の生

活支援という面もあるこどから、災害時要援護者等の特別な配慮、を要する

避難者の入居を優先させることはもちろんのこと、計画作成においては、

過去の震災復興における教訓・課題をふまえ、できる限り従前の生活圏や

コミュニティの維持を図るとともに、他地域へ移転せざるを得ない場合に

おいても、生活利便の確保やコミュニティの維持・形成、なりわい・雇用

の確保などの生活支援を一体的に考慮に入れたものとする。

E顛磁極羽
震災直後～

l：：翁剛院艶銭安造投書昨：1
入居者の資格等の設定にあたっては、上段の「取組概要jで述べたとお

り、できる限り従前の生活圏やコミュニティの維持を図るとともに、他地

域へ移転せざるを得ない場合においても、生活利便の確保やコミュニティ

の維持・形成、なりわい・雇用の確保などの生活支援を一体的に考慮に入

れたものとする。

繍勝瀬齢議務義司
・災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定（平成9年4月、平

成 25年 12月、平成 26年 3月）

・災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定（平成 21年3月）

・災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定（平成 25

年 12月、平成 26年 5月）

F麗露ヨ
岩手県では、応急仮設住宅の建設については県主導で行ったが、入居に

ついては市町村に一任した。市町村では、小さな子どもがいる世帯、障が

い者がいる世帯などの優先枠と一般の公募枠でバランスを取りながら、入

居管理を進めていった。

例えば、宮古市では、応急仮設住宅の入居者の選定において、コミュニ

ティの分断を避けるため、「地域一括」、「被災地近接」、「世代混合（ソーシ

ヤルミックス）」、「通学に!lcJ意j を、住宅整備の4原則とし、 10～30戸の小

規模な応急仮設住宅団地を大半とした。用地は学校施設を極力避けるとと

もに、入居者の決定は無抽選とした。さらに、従前の居住地が近い被災者

は同じブロックにする等の配慮も行った。

また、公営住宅の一時利用について、岩手県では、既存の県営住宅を活
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用するにあたっての入居者選定の基準を、保健福祉部からの意見等を反映

し、以下のとおりとした。

（優先区分1)

L・80歳以上の方がいる世帯

－重度の障がい等を有する方がいる世帯

（優先区分2)

・特定疾患により居住の安定を図る必要のある方がいる世帯

．中度の揮がい等を有する方がいる世帯

. 3歳児未満の乳幼児がいる世帯

. 3歳以上 15歳未満の児童が 3人以上いる世帯

• 75歳以上の方がいる世帯

（優先区分3)

．要支援1～2の高齢者等がいる世帯

｜取組項目別2)-@ 応急仮設住宅（借上I）） の確保

1,111~組鱒主主 fill 

応急仮設住宅の建設戸数が膨大な数となるなど、建設に時間を要するこ

とが予想される場合、民間の賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げて、

被災者に提供する。

県は、協定に基づき、民間賃貸住宅の空家状況を把握するとともに、提

供可能な住宅戸数について、立地状況等もふまえた上で、各市町に供給す

る。

l"i＇義雄鱒瓶三 i
震災直後～

機鎖1繍提言季語t襲撃l11 
市町は、入居者の選定基準を作成した上で募集を実施、応募者の要配慮

状況や家族の事情等も考慮した上で、入居先を決定する。

東日本大震災では、プレハブ仮設住宅と民間借上住宅との間において、

後者の入居者に女守するケアや情報が十分に行き届かなかったとし、う反省が

あることから、民間借上住宅の入居者についても、情報提供や巡回棺談の

実施など生活支援に格差が生じないような配慮を行う。

繍調橋髄1義務劇
・災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供に関する協定（平成25
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年 12月、平成 26年5月）

i議議震1
東日本大震災では、県及び市町村による民間借上住宅の被災者への配分

が行われるより前に、被災者が賃貸住宅を契約し入居した場合の対応につ

いて、一定の条件に基づき、時期をさかのぼって応急仮設住宅に入居した

ものと見なすとの措置がとられた。

宮城県では、応急仮設住宅（借上げ）の契約期間終了の6～8か月前に、

貸主に契約終了の意向確認書を用いて再契約の意向を確認した。貸主が「再

契約可j とした物件については入居者の意向をもとに、再契約の手続きを

行った。一方、貸主が「再契約不可Iとした物件については入居者に契約

期間終了の通知を行い、自立再建が図難な入居者に対し、プレハブ？仮設住

宅、公営住宅、民間賃貸住宅のいずれかへの転居が必要であることを伝え、

各入居者が転居希望先の市町窓口に早めに相談するよう案内を実施した。

なお、こうした不動産の賃貸借手続きについては、職員が普段扱うことの

ない業務であったため、事務処理面で多くの時間を要することとなった。

取組項目II(21。応急仮設住宅の建設 ｜ 

商議罰
応急的な住宅の供給計画及び協定に基づき、応急仮設住宅を建設する。

建設にあたっては、高齢者・障がい者・単身・夫婦のみ世帯など住戸形

式の考慮、ユニバーサルデザイン等への配慮のほか、一定戸数以上の住宅

団地については、自治会活動等の地域社会づくり、行政からの生活支援情

報や保健・福祉サービス等を提供する際の拠点となる集会施設を設置する。

~議顧鵜三ヨ
震災1か月～

E種融霊場議委議議重樹
応急仮設住宅の維持管理体制を構築するとともに、住環境の改善、入居

者の生活支援を行う。

具体的には、入居者の健康管理、入居者からの相談対応、自治会等の育

成、生活指導員・介護職員・相談員等の派遣、周辺住民との交流促進等に

取り組む。
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・災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定（平成9年4月、平

成25年 12月、平成 26年3月）

陸護霊II
岩手県では、平成 23年3月 19日に、最初の応急仮設住宅建設工事が陸

前高田市立第一中学校グラウンドにおいて始まった。向中学校は既に被災

者の避難所として使用されており、グラウンドは被災者の駐車場となって

いた。 200戸の建設計画のうち先行してお戸を建設することとなり、最初

の応急仮設住宅は4月1日に完成、 9日に入居が始まった。

その他の著工については、被害が甚大であった宮古地区以南の沿岸6市

町（宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、建前高田市）における

建設工事を優先して実施した。

4月は、週 2,000戸ペースで着工を続け、 7月4sには完成戸数が 10,000

戸を突破、 8月 11日には応急仮設住宅 13,984戸すべての建設が完了し、

震災発生から 210日巨となる 10月7日には、県内の避難所がすべて閉鎖さ

れた。

この間、 4月1sに、県建築住宅課内に「住まいのホットライン」を設

置した。人員については、一般財団法人岩手県建築住宅センターへの業務

委託により 2人を確保したほか、土地開発公社及び他府県からの派遣職員

も含め総勢7人の体制により対応にあたった。

また、建設にあたっては、日常生活において配慮を要する高齢者等のた

めの福祉仮設住宅を整備した。浴室・トイレ等に手すりを設置するなど、

バリアフリー仕様となるよう配慮した。

宮城県では、応急仮設住宅の適切な管理のため、市町等で組織する「応

急仮設住宅管理推進協議会」に対して、共同利用施設の維持管理経費にか

かる補助を実施した。また、応急仮設住宅の入居者のケアと地域コミュニ

テイの維持・再構築のため、応急仮設住宅にコミュニティスペースを設け

るとともに、入居する高齢者や障がい者、子ども、外国人住民などを幅広

くサポートする体制を整えた。

名取市では、プレハブ型住宅で生活する住民への支援を「なとり復興支

援センターひより（名取市社会福祉協議会に運営委託）」が担い、借上げ民

間賃貸住宅や在宅で生活する住民への支援を「サポートセンターどっと・

なとり（市が運営）Jが担うといった役割分担により、入居者支援を実施し

た。
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取組項目II-!21プ⑥ 応急仮設住宅の利用長期化を見据え足取総・適切な解消に向けた取組γ：
E滅踊豪語

応急仮設住宅は、恒久住宅に移転するまでの仮の住まいであるものの、

災害公営住宅等の恒久住宅の供給の遅れから、利用が長期化するような事

態が想定される。

このような場合、固と協議を行い、必要に応じて、応急仮設住宅の供用

期間の延長を行うほか、住宅の補修等を実施する。また、入居の長期化に

伴い、一方で空家も目立ち始めると、防犯面での問題に加え、自治会活動

の担い手不足など、コミュニティ活動の維持が困難となってくることから、

仮設住宅の統廃合についても検討を行う。

あわせて、被災者への生活支援活動等を通じて、応急的な住宅から恒久

的な住宅への住み替え支援についても、市町と連携して実施する。

E謝磁11
震災2年～

隊長関！期制覇欄3
県と連携して、応急仮設住宅の統廃合など利用長期化への経過措置をと

るほか、入居者への住み替え情報の提供など恒久的な住宅への住み替え支

援を実施する。

｜漏認警機＇ ~i,Ej
岩手県では、応急仮設住宅の長期使用に備え、平成 29年度以降も存続す

る可能性のある約 9,200戸～9,500戸の応急仮設住宅を対象として、平成

27年度から平成 28年度までの2か年で改修を行う計画を策定し、建物外周

部の基礎、玄関部分の階段（雨掛かり部分）の床板等の更新を行った。

また、釜石市では、入居期間の長期化を事前に見越し、応急仮設住宅団

地に、クリニック付きのサポートセンタ一、店舗等を配置し、生活に必要

な機能を充実させるとともに、路線パスの停留所、待合室も団地内に設け

た。さらに、住棟を向合せの配置とし、団地内に屋根付きのウッドデッキ

を設置するなど、大規模な団地の中でも、近所付き合いの促進、コミュニ

ティの確保を図った。

なお、恒久住宅への移行支援について、宮城県では、県、市町、 NPO 

など保健福祉分野の関係者をはじめとして、さまざまな部署と課題を共有、

連携し、多角的視点を持って取り組むため、より具体的な被災者支援活動

の参考事例集として活用できる「恒久住宅移行期における被災者生活支援

活動の課題と取組例」を平成 25年 10月に策定・公表した。
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気仙沼市では、災害公営住宅整備事業や防災集団移転促進事業等の進捗

により、平成 27年度以降、本格的な生活再建が始まることから、学校施設

等の早期解放に向け、応急仮設住宅の集約に取り組み、平成 30年度までの

全団地解消をめぎすこととなった。

(3）恒久的な住宅の供給

｜取組項目II-(3）沼恒久的な住宅の供給計画の作成 ••••• γ ｜ 

極通整~
住宅被害の状況、被災者の住宅再建意向、建設用地の確保等のほか、市

町の復興まちづくり計画の検討状況や方向性をふまえた上で、恒久的な住

宅の供給計画（方針・指針等）を作成する。

なお、災害公営住宅をはじめとする恒久的な住宅が被災者にとって、よ

うやく安定した生活と住まいの基盤となることから、計画の作成にあたっ

ては、応急的な住宅の供給計画にも増して、生活利便の確保、コミュニテ

ィの維持などの生活支援を一体的に考慮したものとする。

擦語調三ヨ
震災6か月～

l!i噴射［~期襲撃簿鱒以
県と連携して、市町の住宅供給計画（方針・指針等）を作成する。

入居者の資格等さまざまな要件の設定にあたっては、家賃低減化対策に

ついての検討のほか、グル｝プ単位での募集の実施、可能な限り無抽選に

よる入居方法の検討など、従前のコミュニティの維持にも十分配慮したも

のとする。

関豪語覇
岩手県では、恒久的な住宅供給対策として、平成 23年 10月に「岩手県

住宅復興の基本方針j を作成し、災害公営住宅の整備、民間持家住宅（自

力再建）及び民間賃貸住宅への支援等に取り組んだ。

気仙沼市では、平成 24年 10月に災害公営住宅整備方針を公表の上、市

全体で約 2,000戸の災害公営住宅を整備することとし、これに基づき平成

25年6月から 7月にかけて入居希望者の仮申込を実施した。仮申込の結果、

整備戸数を超える約 2,200件の申込があり、地区によって申込数に偏りが

あったことから、整備戸数の見直し等を行った。
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また、災害公営住宅の建設にあたっての宮城県の取組経過は以下のとお

りである。

（平成 23年 12月 21日）

「宮城県復興住宅計画」を策定

（平成 24年4月4日）

「宮城県復興住宅計画」を改定。災害公営住宅の整備戸数の見直し（21

市町約 15,000戸）

（平成 24年 7月 18日）

「宮城県災害公営住宅整備指針（ガイドライン）」を策定

（平成 25年4月1日）

県内初の災害公営住宅入居開始（仙台市、石巻市、山元町）

（平成 26年 10月4日）

「宮城県復興住宅計画j を改定

｜奴級項包耳切⑫ 災害公芭住宅の建設 ｜ 

理盃璽Ill
さまざまな自立再建支援策を講じても自宅の再建が困難な被災者に対し

て、恒久的な住宅の供給計画に基づき、災害公営住宅を建設し供給する。

建設にあたっては、応急仮設住宅の建設時と同様に、住戸形式の考慮、

ユニバーサルデザイン等への配慮のほか、コミュニティスペースの確保な

ど、入居後も、継続して入居者に対する生活支援を行うことを考慮に入れ

て整備を進める。

様 踊嗣
震災2年～

i繍 l臨機縁議議題国
県と連携して、災害公営住宅の整備を進める。また、入居後の維持管理

体制の構築に向けた支援、入居者間のコミュニティ形成に向けた支援など、

必要となる生活支援を実施する。

隔語議.
岩手県では、平成 24年6月 14日、釜石市平田地区の｜日釜石商業高校の

敷地で、被災後県内初となる災害公営住宅の着工式が行われた。

宮城県では、災害公営住宅の整備にあたって、住宅の復興を市町と連携

して進めていくための「復興住宅市町村連絡調整会議」において、災害公
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